
690 

中
園
刑
罰
史
に
お
け
る
明
代
贈
法

1
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唐
律
的
「
履
刑
」
概
念
と
の
比
較
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第
四
項

「

寅
刑
の
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除
」

第
二
章
刑
罰
史
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お
け
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明
代
願
法

第
一
節
仁
井
田
陵
氏
の
刑
罰
史

第
二
節
八
重
津
氏
の
暗
闇
刑
概
念
と
唐
律
的
刑
罰
史

第
三
節
唐
律
的
刑
罰
史
の
限
界

第
一
項
唐
律
的
刑
罰
の
「
動
揺
」

第
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念

と

現

寅

第
四
節
明
代
療
法
の
仕
組
み

結
び
に
代
え
て
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賄
罪
も
し
く
は
贈
刑
は

一
つ
の
刑
罰
で
あ
る
。
贈
刑
は
早
く
『
向
書
』
舜
典
に
刑
罰
の

一
つ
と
し
て
明
確
に
位
置
付
け
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、

刑
罰
と
し
て
照
刑
の
意
義
を
捉
え
る
こ
と
が
刑
罰
盟
系
の
理
解
を
よ
り
容
易
に
し
、
逆
に
刑
罰
憧
系
の
全
瞳
像
、
が
刑
罰
と
し
て
の
関
刑
も
し
く



は
膿
罪
に
新
し
い
照
明
を
嘗
て
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

五
刑
は
中
園
の
俸
統
的
な
刑
罰
盟
系
と
考
え
ら
れ
る
が
、
寅
は
そ
れ
は
刑
名
の
理
念
盟
系
で
あ
り
、
刑
罰
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
律
の
或
る

候
文
に
お
い
て
特
定
の
罪
名
に
徒
の
刑
名
が
割
り
付
け
ら
れ
て
も
、
或
は
裁
判
の
場
に
お
い
て
徒
罪
と
い
う
剣
決
が
下
さ
れ
て
も
、
徒
の
刑
名

に
劃
し
て
具
瞳
的
に
如
何
な
る
刑
罰
が
行
わ
れ
る
(
ベ
き
〉
か
は
特
定
さ
れ
な
い
。
刑
名
に
腰
じ
て
刑
罰
を
定
め
る
法
規
が
別
に
必
要
と
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
。

最
初
に
、

一律
(
も
し
く
は
問
刑
僚
例
等
〉
に
従
っ
て
刑
名
が
定
め
ら
れ
る
。

か
る
後
に
、
員
犯
死
罪
も
し
く
は
充
軍
の
例
に
該
嘗
し
な
い
限
り
、

明
代
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
購
例
が
そ
の
役
割
を
果
し
た
。

し

く
は
財
産
刑
)
が
科
さ
れ
る
。

か
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
こ
そ
、

雑
犯
死
罪
以
下
の
全
て
の
刑
名
に
劃
し
て
、
贈
例
の
定
め
る
罰
役
(
も
し

洪
武
一
帝
が
明
律
の
御
製
序
に
お
い
て
描
い
た
明
代
の
刑
罰
の
大
枠
で
あ
り
、

明
一
代
に
そ
れ
が
貫

考
え
て
み
る
に
、

五
代
か
ら
元
代
に
か
け
て
、
唐
律
の
五
刑
で
捉
え
ら
れ
な
い
多
種
多
様
な
刑
罰
が
生
成
し
た
。
歴
史
の
中
か
ら
生
れ
た
刑

(
1〉

「
五
刑
の
刑
罰
盟
系
に
復
関
す
る
」
こ
と
は
九
そ
考
え
ら
れ
な
い
。
明
代
に
お
い
て
復
揖
即
さ
れ
た
の
は
五
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罰
が
明
代
に
な
っ
て
突
然
消
滅
し
、

刑
と
い
う
刑
名
で
あ
り
、
前
代
に
護
達
し
た
刑
罰
は
多
く
縫
承
さ
れ
た
。
唯
だ
、
前
代
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
諸
々
の
罰
役
を
「
購
罪
」
と

い
う
概
念
に
纏
め
る
こ
と
に
よ
り
、
今
一
度
そ
れ
ら
を
五
刑
の
刑
名
に
包
掻
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
黙
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
主
と
し
て
洪

武
一
帝
が
築
い
た
購
罪
の
枠
組
み
に
焦
貼
を
合
わ
せ
、
刑
名
と
刑
罰
を
接
績
す
る
購
罪
制
度

(
H積
法
)
の
仕
組
み
を
解
現
し
よ
う
と
試
み
る
も

の
で
あ
る
。

明
代
の
刑
罰
制
度
に
お
い
て
煩
法
は
枢
要
な
位
置
を
占
め
る
に
至
っ
た
。
明
代
照
法
の
贋
範
性
が
そ
の
主
な
原
因
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
と

(

2

)

 

に
、
身
分
的
な
制
約
が
全
く
な
く
、
主
と
し
て
傍
役
に
よ
り
贈
罪
が
行
わ
れ
た
意
義
が
大
き
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
特
定
の
身
分
も
し
く
は
財
力

の
あ
る
者
に
の
み
そ
れ
が
限
定
的
に
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
頬
罪
は
幅
贋
《
刑
罰
を
規
定
す
る
要
因
と
な
り
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
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本
稿
に
お
い
て
取
り
あ
げ
る
史
料
は
、
身
分
的
な
制
限
が
な
く
且
つ
罰
役
が
(
明
代
に
お
け
る
〉
購
罪
の
原
形
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
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の
を
中
心
と
す
る
。

さ
て
、
本
稿
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
先
ず
、
第

一
章
に
お
い
て
、

例
煩
と
に
分
け
て
、
明
代
の
贈
法
が
、

八
重
津
洋
卒
氏
の
贈
刑
概
念
を
改
め
て
紹
介
し
た
上
で
、
律
嬢
と

「
贈
刑
」
概
念
に
よ
り
捉
え
き
れ
な
い
側
面
を
有
す
る
こ
と
を
賓
謹
す
る
。
次
に
、
第
二
章
は
主
と
し

て
中
園
刑
罰
史
に
お
け
る
現
代
畷
法
の
理
論
的
位
置
付
け
を
試
み
る
。
仁
井
田
陸
氏
の
刑
罰
史
を
讃
み
直
し
て
み
る
と
、
こ
と
に
唐
代
と
明
代

に
閥
す
る
限
り
、

そ
れ
が
刑
罰
の
出
演
濯
で
は
な
く
、

刑
名
の
獲
濯
を
記
述
す
る
に
終
始
す
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
(
第

一
節
)
。
そ
の
刑
名
史
と

照
ら
し
合
わ
せ
て
み
た
場
合
、

の
刑
名
史
と
よ
く
符
合
す
る
(
第
二
節
〉
。

八
重
津
氏
の
捜
刑
概
念
も
、
頭
罪
が
唐
律
の
牧
嬢
に
理
念
的
に
牧
徴
さ
れ
る
過
程
の
産
物
で
あ
り
、
仁
井
田
氏

し
か
し
、
刑
罰
を
理
解
す
る
上
で
、
刑
名
史
が
限
界
を
有
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
第
二
章

「
唐
律
動
揺
読
」
を
生
じ
(
第
一
項
〉
、
律
の
理
念
と
刑
罰
の
現
賓
の
関
係
(
第
二
一
ぎ
に
針
す

第
三
節
に
お
い
て
、
刑
名
と
刑
罰
の
混
鴻
が
、

る
理
解
を
妨
げ
る
こ
と
を
示
す
。
最
後
に
、
第
二
章
第
四
節
は
、
律
に
凝
集
さ
れ
た
五
刑
の
理
念
と
刑
罰
の
現
実
を
接
績
す
る
明
代
の
購
法
を
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理
論
化
し
て
み
る
。

第
一
章

従
来
の
贈
刑
概
念
と
の
比
較

第
一
節

八
重
津
氏
の
「
購
刑
」
概
念

八
重
津
洋
卒
氏
の
定
義
に
よ
れ
ば

「
購
刑
」
は
、

「
犯
罪
人
の
身
分
や
能
力
な
ど
が

一
定
の
要
件
を
具
備
す
る
と
き
、
そ
の
犯
罪
行
震
に

射
し
て
本
来
科
せ
ら
る
べ
き
刑
罰
を
、
金
口
問
を
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
あ
が
な
わ
し
め
る
ー
ー
す
な
わ
ち
そ
の
よ
う
な
刑
罰
が
貫
際
に
科
せ
ら
れ

(

3

)

(

4

)
 

る
こ
と
を
売
れ
し
め
る
」
措
置
を
謂
う
。
叉
、
そ
れ
を
「
贋
義
の
財
産
刑
」
と
も
、

「第
二
次
的
刑
罰
(
換
刑
〉
」
と
も
言
い
換
え
る
。
そ
れ
に

「
犯
罪
そ
の
も
の
を
あ
が
な
う
」
こ
と
を
「
贈
罪

(
H罰
金
刑
)
」
と
定
義
し
、

射
し
て
、

「狭
義
の
財
産
刑
」
も
し
く
は

「
第
一

次
的
刑
罰

(主
刑
〉
」
と
名
付
け
た
。



こ
の
定
義
は
、
小
島
結
馬
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
た
二
種
類
の
煩
刑
の
匿
別
に
基
づ
く
。
す
な
わ
ち
、

(

5

)

 

の
」
と
「
犯
罪
そ
の
者
を
腰
う
刑
罰
」
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
小
島
氏
は
中
園
の
刑
罰
の
起
源
に
つ
い
て
、

し
、
『
倫
書
』
に
出
現
す
る
購
刑
を
原
始
的
族
内
制
裁
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
た
。

「他
の
身
瞳
刑
自
由
刑
等
を
煩
う
も

族
外
制
裁
と
族
内
制
裁
と
を
匡
別

「
顛
刑
」
が
始
め
て
現
れ
る
『
向
書
』
の
舜
奥
に
は
、

「
五
刑
に
嘗
た
る
(
犯
罪
〉
に
謝
し
て
は
宥
恕
刑
と
し
て
既
に
流
刑
が
規
定
さ
れ
て

購
刑
は
流
刑
、
鞭
刑
と
朴
刑
と
並
列
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、

居
り
、
:
:
:
鞭
・
許
の
二
刑
は
官
府
事
校
に
於
け
る
特
別
の
刑
罰
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
瞭
刑
は
「
犯
罪
中
特
に
五
刑
に

入
ら
ざ
る
小
罪
に
劃
し
て
科
す
る
刑
罰
で
あ
る
」
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、

「
後
世
の
所
謂
積
刑
の
如
く
他
の
身

「
贈
刑
」
と
い
っ
て
も
、

瞳
刑
自
由
刑
等
を
購
う
者
で
は
な
く
し
て
、
犯
罪
そ
の
者
を
購
う
刑
罰
で
あ
る
」
、
と
小
島
氏
は
解
四
拝
さ
れ
る
。

入
重
津
氏
も
基
本
的
に
は
小
島
氏
の
立
場
を
踏
襲
さ
れ
た
。

場
合
、

「漢
代
に
お
い
て
『
蹟
』
と
い
う
文
字
が
使
用
さ
れ
る

八
重
津
氏
に
よ
れ
ば
、

そ
の
殆
ん
ど
が
内
容
的
に
金
品
を
以
て
他
の
刑
罰
(
主
刑
、
第
一
次
的
刑
罰
〉
を
購
う
と
こ
ろ
の
所
謂
『
購
刑
』
で
あ
っ
て
、
経
典
に
い

(
6〉

う
犯
罪
そ
の
も
の
を
購
う
狭
義
の
財
産
刑
と
し
て
の
『
頬
罪
』
は
、
罰
金
刑
と
し
て
煩
刑
と
併
存
し
て
い
る
」
。

八
重
津
氏
の
贈
刑
概
念
は
、
小
島
氏
の
見
解
を
は
る
か
に
超
え
て
い
く
。
ま
ず
、
小
島
氏
の
論
述
に
お
い
て
は
、
犯
罪
を
購
う
煩

刑
と
刑
罰
を
照
う
膿
刑
と
は
内
容
的
に
匡
別
さ
れ
る
が
、
南
者
と
も
「
煩
刑
」
の
語
が
使
用
さ
れ
る
。
晴
朗
刑
と
填
罪
と
い
う
雨
概
念
は
八
重
津

氏
に
至
っ
て
始
め
て
明
確
に
区
別
し
て
定
義
さ
れ
る
。
そ
の
命
名
法
の
背
後
に
は
、
「
腰
刑
」
と
「
蹟
罪
」
の
讃
み
方
が
大
き
く
影
響
し
た
よ

う
に
感
じ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
頭
刑
を
「
刑
を
購
う
」
と
訓
じ
、
噴
罪
を
「
罪
を
購
う
」
と
訓
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
小
島
氏
は
購
刑
を
『
向

書
』
に
出
現
す
る
通
り
に
使
用
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
流
刑
や
鞭
刑
等
と
並
ぶ
購
刑
は
、
濁
立
し
た
刑
罰
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
は
他
の
「
刑

(
罰
)
を
購
う
」
行
震
で
は
な
く
、

「般
の
刑
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
後
世
の
中
園
に
お
い
て
も
、
購
刑
と
購
罪
と
が
混
濁
し
て
使
わ
れ
る
の

も
こ
の
こ
と
に
起
因
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
購
刑
が
噴
の
刑
で
あ
り
、
晴
胴
罪
が
罪
を
照
う
行
震
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
刑
罰
を

し
か
し
、
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購
う
場
合
で
も
罪
を
購
う
場
合
で
も
異
な
っ
た
角
度
か
ら
南
概
念
と
も
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

刑
罰
を
煩
う
照
刑
と
犯
罪
を
晴
朗
う
照
刑
の
差
異
を
「
照
刑
」
と
「
照
罪
」
と
い
う
概
念
匡
別
ま
で
洗
練
す
る
過
程
に
お
い
て
、

八
重
津
氏
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は
、
特
に
「
煩
刑
」
と
い
う
概
念
に
新
し
い
意
味
内
容
を
加
え
た
。
八
重
津
氏
の
項
刑
概
念
は
四
つ
の
要
素
か
ら
形
成
さ
れ
る
。
そ
れ
は
上
に

も
引
用
し
た
同
氏
に
よ
る
贈
刑
の
定
義
か
ら
容
易
に
讃
み
取
れ
る
。
①
「
犯
罪
人
の
身
分
や
能
力
な
ど
が
一
定
の
要
件
を
具
備
す
る
と
き
」
。

す
な
わ
ち
、

人
的
要
件
が
設
け
ら
れ
る
。

一
定
の
人
的
要
件
が
充
足
さ
れ
る
場
合
に
限
り
贈
刑
が
許
さ
れ
る
。

て
本
来
科
せ
ら
る
べ
き
刑
罰
」
。
す
な
わ
ち
、

蹟
刑
は
特
定
の
刑
罰
に
劃
し
て
の
み
行
わ
れ
る
。

③

「
金
品
を
出
す
」
。

②

「そ
の
犯
罪
行
震
に
射
し

言
い
換
え
れ
ば
、

贈

刑
は
財
産
刑
で
あ
る
。
④
「
刑
罰
が
寅
際
に
科
せ
ら
れ
る
こ
と
を
売
れ
し
め
る
」
。

る。

す
な
わ
ち
、

質
刑
の
克
除
が
購
刑
の
重
要
な
要
素
と
さ
れ

要
素
②
と
要
素
④
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

「
換
刑
」
の
概
念
が
成
立
す
る
。
換
刑
と
は
、
本
来
科
せ
ら
れ
る
べ
き
刑
罰
が
あ
り
、

そ
れ
が
執
行
さ
れ
る
カ
ワ
リ
に
或
は
そ
の
執
行
に
カ
ワ
ル
形
で
腰
刑
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
貫
刑
を
売
れ
る
こ
と
を
指
す
。
要
素
②
と
要
素
④

理
論
的
に
は
、

濁
立
し
た
要
素
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
に
障
臨
も
す
る
が
、

(
7
)
 

罰
」
に
劃
し
て
贈
刑
が
行
わ
れ
て
も
、
直
ち
に
賞
刑
が
完
全
に
売
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。

の
こ
う
し
た
密
接
な
関
係
の
故
に
、

「
本
来
科
せ
ら
る
べ
き
刑

-108ー

第
二
節

明
律
に
お
け
る
贈
刑
の
「
後
退
」

明
代
の
照
法
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
八
重
津
氏
の
定
義
は
狭
陸
で
あ
り
、
贈
法
の
全
貌
を
把
握
す
る
に
は
大
き
な
制
約
を
科
す
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
本
節
で
は
律
に
よ
る
慣
と
、
次
節
で
は
例
に
よ
る
療
に
焦
黙
を
合
わ
せ
、
明
代
暗
法
に
お
け
る

「購
刑
」
概
念
の
限
界
性
を
検
討
し

て
み
た
い
。

「
犯
罪
人
の
身
分
や
能
力
が
一
定
の
要
件
を
具
備
す
る
」
と
は
贈
刑
の
定
義
に
お
け
る
第
一
の
要
素
で
あ
る
。
こ
の
要
素
は
、
唐
律
の
噴
章

(
8
)
 

に
現
れ
る
官
品
保
持
者
な
ど
の
特
権
的
な
牧
贈
、
お
よ
び
身
瞳
的
特
質
に
よ
り
許
さ
れ
る
麿
疾
者
等
の
牧
贈
を
努
繋
さ
せ
る
。
そ
の
中
で
も
、

官
品
保
持
者
の
噴
罪
は
、
特
定
の
集
圏
に
一
律
に
流
罪
以
下
の
犯
罪
に
閲
し
て
通
常
の
刑
罰
を
克
除
す
る
故
に
、
極
め
て
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト

を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

か
く
し
て
、
照
刑
に
お
い
て
、
人
的
な
要
件
が
中
心
的
な
位
置
付
け
を
興
え
ら
れ
、

と
り
わ
け
官
品
保
持
者
の
特



擢
的
贈
罪
が
大
き
な
比
重
を
占
め
る
。

と
こ
ろ
が
、
明
律
に
お
い
て
は
、
官
品
保
持
者
の
頬
罪
は
完
全
に
依
落
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
限
り
に

お
い
て
、
明
律
に
は
療
法
が
著
し
く
後
退
し
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
印
象
は
、
唐
律
と
の
比
較
と
い
う
特
殊
な
親
貼

に
基
づ
く
も
の
に
遁
ぎ
な
い
。

第
一
項

唐
律
に
お
け
る
官
品
保
持
者
の
諸
特
権

な
わ
ち
、

唐
律
は
、
贈
罪
や
官
嘗
等
を
合
わ
せ
て
、
刑
罰
の
執
行
に
嘗
た
り
贋
範
な
身
分
的
特
権
を
認
め
る
。
そ
の
特
権
は
五
種
類
に
分
か
れ
る
。
す

(
9
)
 

「
暗
室
早
」
と
「
官
嘗
法
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

「
議
章
」
、

「請一章」、

「
減
章
」
、

そ
れ
ら
を
内
容
的
に
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
纏
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
議
-
章
」
と
「
請
章
」
と
は
、
身
分
の
範
囲
お
よ
び
裁
剣
の

手
績
に
一
定
の
差
異
は
存
在
す
る
も
の
の
、
特
定
の
身
分
の
保
持
者
に
劃
し
て
、
流
罪
以
下
の
罪
を
犯
し
た
場
合
に
自
動
的
に
一
等
を
減
じ
、

死
罪
に
際
し
て
特
別
に
皇
帝
の
裁
量
を
仰
ぐ
べ
し
と
い
う
規
定
で
あ
る
。

「
議
章
」
が
「
八
議
」
と
い
う
極
め
て
高
い
身
分
に
限
ら
れ
る
の
に
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劃
し
て
、

「請
章
」
に
お
い
て
は
身
分
の
範
圏
は
援
大
さ
れ
、
且
つ
「
議
章
」
該
嘗
者
の
一
定
範
圏
内
の
親
族
を
も
含
む
。

「
滅
章
」
は
、
更
に
身
分
の
範
圏
を
庚
げ
て
、
「
請
章
」
一
該
嘗
者
の
一
定
の
親
族
を
含
め
て
、
流
罪
以
下
の
犯
罪
に
際
し
て
、
自
動
的
に
罪

「
照
章
一
」
は
、
流
罪
以
下
の
罪
に
閲
し
て
照
罪
を
認
め
る
規
定
で
あ
る
。
身
分
の
範
圏
は
「
減
章
」
よ
り
も
接
大
し
、

が
一
等
軽
減
さ
れ
る
。

且
つ
そ
の
一
定
の
親
族
を
も
包
含
す
る
。

要
す
る
に
、
こ
の
四
つ
の
特
権
は
段
階
付
け
ら
れ
て
お
り
、
特
権
的
な
優
遇
措
置
が
段
階
ご
と
に
軽
く
な
る
。
該
賞
者
の
身
分
的
範
聞
は
上

(

叩

)

か
ら
下
に
向
か
っ
て
蹟
大
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
下
の
段
階
に
は
常
犯
上
の
段
階
の
一
該
嘗
者
の
親
族
が
含
ま
れ
る
。
官
口
問
を
保
持
す
る
者
に
限

っ
て
身
分
の
範
圏
を
列
記
す
れ
ば
次
の
遁
り
で
あ
る
。
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九七五 職事官ロ口ロ ロ口ロ ロ口ロ l 

以 以以
上上上ニ身

ロ'"ロ

以分
上 の

散範

官 圏

ロEロ2 

以
上

流流流流

罪以 罪以 罪以 罪以

下下下下
は.I 1土 liI 1土
R費減減減特

主す主尋 逼/1/尋 権の

死罪 死罪 品日

はは容
上請
請議

「
官
嘗
法
」
は
性
質
が
や
や
異
な
る
。

「
官
賞
法
」
と
は
、
官
員
本
人
が
現
に
有
す
る
官
口
問
お
よ
び
そ
の
経
歴
に
お
い
て
有
し
て
い
た
官
品

(
の
告
身
)
を
差
し
出
す
こ
と
に
よ
り
、
徒
罪
の
帳
消
し
、

も
の
の
、
原
則
的
に
九
品
以
上
の
官
員
全
員
に
劃
し
て
認
め
ら
れ
る
制
度
で
あ
る
。

つ
ま
り
官
を
徒
に
嘗
て
る
こ
と
を
許
す
規
定
で
あ
る
。
官
品
に
よ
り
差
異
は
あ
る

-110ー

官
嘗
法
の
故
に
、
贈
章
の
適
用
を
ニ
つ
に
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
み
ず
か
ら
官
品
を
有
し
な
い
者
、
言
い
換
え
れ
ば
、
官
嘗
法
に
一
該

嘗
し
な
い
者
は
、
全
て
流
罪
以
下
の
犯
罪
に
闘
し
て
照
罪
の
特
権
を
興
え
ら
れ
る
。
照
章
の
特
権
に
あ
ず
か
る
者
の
中
で
、
み
ず
か
ら
官
品
を

保
有
す
る
場
合
は
、
官
嘗
法
が
置
先
的
に
適
用
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
一
該
嘗
者
の
官
口
問
と
擬
定
さ
れ
た
刑
名
と
の
釣
り
合
い
が
取
れ
な
い
場
合
に

限
っ
て
、
始
め
て
微
調
整
と
し
て
牧
療
が
許
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
官
品
が
軽
く
、
罪
が
十
分
に
帳
消
し
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
の
徐
分
の
罪
に

閲
し
て
敗
摘
が
行
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
逆
に
罪
の
方
が
軽
く
、

さ
れ
ず
、
擬
定
刑
名
の
全
範
固
に
わ
た
り
牧
贈
、

い
わ
ば
官
品
の
「
債
値
」
が
そ
れ
を
上
回
る
場
合
に
は
、
官
嘗
法
は
全
く
適
用

(

日

〉

つ
ま
り
暗
畑
、罪
が
行
わ
れ
る
。

総
じ
て
言
え
ば
、
唐
律
の
規
定
に
お
い
て
は
、
暗
室
早
以
上
の
特
権
の
保
持
者
は
、
流
罪
以
下
の
刑
名
に
閲
し
て
、
通
常
の
刑
罰
を
科
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り
得
な
い
。
官
嘗
法
は
優
先
的
に
適
用
さ
れ
る
も
の
の
、
暗
室
早
は
、
如
何
な
る
場
合
に
も
彼
ら
を
守
る
最
終
的
な
擦
り
所
で
あ
る
と

(
ロ
〉

言
え
る
。



第
二
項

明
律
に
お
け
る
特
権
的
照
罪

明
律
に
お
い
て
特
定
の
身
分
に
劃
し
て
特
別
に
何
ら
か
の
購
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
皆
無
に
等
し
い
。
唐
律
の
請
章
、
減
一
章
、
贈
-
章
が
完

(

日

)

全
に
消
え
て
し
ま
い
、
同
様
な
身
分
匡
分
を
以
っ
て
何
ら
か
の
特
権
を
付
興
す
る
規
定
は
一
切
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。

明
律
に
お
い
て
な
お
踏
襲
さ
れ
た
の
は
、
議
章
の
み
で
あ
る
。

八
議
に
一
該
嘗
す
る
身
分
の
範
圏
は
ほ
と
ん
ど
唐
律
と
獲
わ
り
が
な
い
。
し
か

し
、
規
定
の
内
容
は
、
根
本
的
に
異
な
る
。
唐
律
に
お
い
て
は
、
賞
質
的
な
軽
減
、
い
わ
ば
賞
瞳
法
的
な
特
権
に
大
き
な
比
重
が
置
か
れ
た
。

そ
れ
に
劃
し
て
、
明
律
に
お
い
て
は
慮
分
の
賞
質
的
な
内
容
へ
の
言
及
が
な
く
、
手
績
的
な
配
慮
の
み
が
強
調
さ
れ
る
。

唐
律
の
規
定
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
流
罪
以
下
の
犯
罪
に
闘
し
て
、
自
動
的
に
一
等
軽
減
さ
れ
る
。

〈
日
比
〉

う
規
定
に
よ
り
、
流
刑
は
完
全
に
売
れ
る
。
死
罪
に
闘
し
て
は
、
手
績
的
な
配
慮
も
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
取
り
調
べ
の
後
に
、
敷
裁
に
よ

「
二
死
・
三
流
、
各
同
矯
一

滅
」
と
い

り
始
め
て
罪
肢
を
議
定
す
る
都
座
集
議
が
聞
か
れ
、
議
罪
の
終
了
後
は
穀
裁
に
よ
り
始
め
て
最
終
的
な
剣
断
が
下
さ
れ
る
。
し
か
し
、
明
律
ほ

ど
手
蹟
的
配
慮
が
徹
底
し
て
は
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、
唐
律
の
議
章
一
に
見
ら
れ
る
特
別
な
手
緩
的
措
置
は
罪
肢
の
議
定
お
よ
び
そ
れ
に
謝
す

る
皇
帝
の
剣
断
に
の
み
集
中
す
る
。
流
罪
以
下
の
賓
質
的
減
刑
を
考
え
合
わ
せ
て
、
こ
の
南
者
を
被
疑
者
の
身
分
を
酌
量
し
て
特
別
に
赦
克
で

き
る
範
圏
を
確
定
す
る
手
績
と
し
て
捉
え
れ
ば
、
そ
う
し
た
手
績
的
配
慮
も
、
刑
罰
の
軽
減
と
い
う
寅
質
的
な
置
遇
に
向
け
ら
れ
た
と
考
え
ら

-111ー

れ
る
。そ

れ
に
射
し
て
、
明
律
に
お
い
て
は
、
手
緩
的
な
特
別
措
置
の
み
が
明
律
第
四
僚
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
三
つ
の
段
階
に
細
か
く
分

け
ら
れ
る
。
第
一
段
階
は
、
「
寅
封
奏
聞
取
旨
、
不
許
撞
自
勾
問
」
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
皇
帝
の
特
別
許
可
な
く
し
て
は
、
被

(

お

)

疑
者
の
身
柄
を
抑
え
て
取
り
調
べ
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。
皇
一
一
帝
の
剣
断
に
よ
り
手
績
が
開
始
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
に
始
め
て
唐
律
と

同
様
な
二
段
階
を
踏
む
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
犯
す
所
」
の
罪
お
よ
び
「
藤
議
之
朕
」
を
皇
帝
に
上
奏
し
て
集
議
の
許
可
を
請
い
、
そ

し
て
、
集
議
の
結
果
を
皇
帝
に
上
奏
し
て
最
終
的
な
剣
断
を
仰
ぐ
。
要
す
る
に
、
賓
質
的
な
減
刑
措
置
は
講
じ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
極
め
て
劃
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際
的
な
扱
い
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
規
定
の
仕
方
は
八
議
に
限
ら
ず
、

一つ

の
典
型
を
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
文
武
の
官
員
に
射
し
て
も
同
様
な
規
定

が
置
か
れ
た
。
俊
文
を
事
げ
れ
ば
、

そ
れ
は
一
目
瞭
然
に
理
解
さ
れ
る
。

・
腰
議
者
犯
罪
(
四
燦
)
口
九
八
議
者
犯
罪
、
貫
封
奏
関
取
旨
、
不
許
檀
自
勾
問
、

議
定
奏
聞
、
取
自
上
裁

若
奏
旨
推
問
者
、

開
具
所
犯
及
慮
議
之
朕
、

先
奏
請
議
、

-
職
官
有
犯
(
五
燦
)
一
九
京
官
及
在
外
五
品
以
上
官
有
犯
、
奏
聞
請
旨
、
不
許
撞
問
、

白
、
議
擬
聞
奏
匿
慮
。
:
:
:
其
犯
鷹
該
答
決
罰
俸
牧
噴
紀
録
者
、
不
在
奏
請
之
限

0

・

・
軍
官
有
犯
(
六
候
)

u

九
軍
官
犯
罪
、
従
本
管
街
門
開
具
事
由
、
申
呈
五
軍
都
督
府
、
奏
聞
請
旨
取
問
。
:
:
・
奉
旨
推
問
、
除
答
罪
牧
師
胴

明
白
回
奏
、
杖
罪
以
上
、
須
要
論
功
定
議
、
請
旨
医
慮
。
:

六
品
以
下
、

聴
分
巡
御
史
按
察
司
並
分
司
取
問
明

-
膝
議
者
之
父
租
有
犯
(
九
篠
)
一
九
鷹
入
議
者
之
-
祖
父
母
父
母
妻
及
子
孫
犯
罪
、
賓
封
奏
聞
取
旨
、
不
許
撞
自
勾
問
、
若
奉
旨
推
問
者
、

開
具
所
犯
及
腫
議
之
扶
、
先
奏
請
議
、
議
定
奏
聞
、
取
自
上
裁
。
:

明
律
に
お
い
て
身
分
に
よ
っ
て
特
別
な
扱
い
を
許
さ
れ
る
の
は
、
以
上
の
四
者
の
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
文
・
武
の
官
、
八
議
一
該
嘗
者
お

(

凶

)

よ
び
そ
の
一
定
の
親
族
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
四
者
に
共
通
す
る
黙
は
、
手
績
の
入
り
口
と
出
口
と
に
、
皇
帝
の
特
別
な
剣
断
が
必
要
と
さ
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
四
者
に
閲
し
て
は
、
通
常
の
刑
事
手
績
は
監
察
機
関
な
ど
の
濁
自
の
判
断
に
よ
り
開
始
で
き
な
い
。
皇
帝
の

(
口
)

許
可
な
く
し
て
は
、

「
推
問
」
、
つ
ま
り
取
り
調
べ
さ
え
行
わ
れ
得
な
い
。
剣
決
も
同
様
に
、
皇
帝
一
の
判
断
を
必
要
と
す
る
。
唐
律
に
お
い
て

は
こ
の
配
慮
は
議
章
と
請
章
に
一
該
嘗
す
る
者
の
死
罪
に
限
り
認
め
ら
れ
た
。
明
律
は
死
罪
に
限
ら
ず
、
身
分
も
文
武
の
官
員
全
員
に
ま
で
そ
の

(

四

)

要
件
を
緩
和
し
た
。
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以
上
は
明
律
に
お
い
て
特
別
な
扱
い
が
定
め
ら
れ
た
身
分
に
劃
す
る
手
績
の
規
定
を
紹
介
し
た
が
、
そ
の
規
定
か
ら
は
、
質
質
的
な
減
刑
も

し
く
は
刑
罰
の
尭
除
を
保
障
す
る
立
法
者
の
意
園
を
抽
出
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。



上
記
の
四
者
の
中
で
、
文
・
武
の
官
員
〈
お
よ
び
膏
吏
〉
に
闘
し
て
は
、
犯
罪
に
劃
す
る
賓
質
的
な
慮
理
を
定
め
る
規
定
も
置
か
れ
て
い

る
。
次
に
そ
の
傑
文
を
奉
げ
る
。

-
文
武
官
犯
公
罪
(
七
僚
)
一
九
内
外
大
小
軍
民
街
門
官
吏
、
犯
公
罪
一
該
答
者
、
官
牧
贈
、
吏
毎
季
類
決
、

文
案
、
毎
年
一
考
、
紀
録
罪
名
、
九
年
一
衣
、
逼
考
所
犯
茨
数
重
軽
、
以
愚
賭
捗
。

不
必
附
過
。

杖
罪
以
上
、

明
立

-
文
武
官
犯
私
罪
(
八
俊
)
日
九
文
官
犯
私
罪
、
答
四
十
以
下
、
附
過
還
職
、
五
十
、
解
見
任
別
絞
、
杖
六
十
、
降
一
等
、
:
:
:
杖
一
百
者
、

罷
職
不
銭
。
若
軍
官
有
犯
私
罪
、
一
該
答
者
附
遁
牧
贈
、
杖
罪
解
見
任
、
降
等
絞
用
、
:
:
:
設
徒
流
者
、
照
依
地
里
遠
近
、
護
各
衛
充
軍
。

こ
の
ニ
ケ
僚
に
お
い
て
も
、
刑
罰
の
在
り
方
が
賓
質
的
に
決
定
さ
れ
る
と
い
う
要
素
が
極
め
て
少
な
い
。
答
罪
に
限
っ
て
、
牧
贈
も
し
く
は

三
ヶ
月
ご
と
に
纏
め
て
執
行
さ
れ
る
宮
刑
の
類
決
が
定
め
ら
れ
た
。
そ
の
他
の
罪
肢
に
闘
し
て
は
、
刑
罰
が
執
行
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
は
、
こ

の
傑
文
だ
け
で
は
決
定
さ
れ
な
い
。
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
ご
く
自
然
な
事
柄
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
五
僚
と
六
僚
に
よ
り
最
終
的
な
剣

断
が
皇
帝
に
委
ね
ら
れ
た
以
上
は
、
そ
れ
と
は
別
に
刑
罰
の
扱
い
を
定
め
る
必
要
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
五
篠
と
六
僚
と
で

は
、
答
罪
の
み
が
皇
帝
へ
の
上
請
か
ら
除
外
さ
れ
、
七
篠
と
八
僚
に
よ
る
規
定
を
必
要
と
す
る
。

で
は
、
七
僚
と
八
僚
の
残
り
の
候
文
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
内
容
は
、
文
案
を
作
成
し
毎
年
の
勤
務
評
債
へ
反
映
さ
せ
る

は

い

ぞ

く

が

え

措
置
な
り
、
解
見
任
別
絞
や
降
等
な
り
、
主
と
し
て
官
僚
機
構
内
の
人
事
な
い
し
行
政
上
の
慮
分
に
関
す
る
措
置
が
目
立
つ
。
筈
罪
に
閲
す
る

く
だ
り
に
お
い
て
も
、
貧
は
、
刑
罰
で
は
な
く
、
「
職
に
還
え
す
」
、
「
附
遁
」
な
ど
、
人
事
に
閲
す
る
事
柄
が
大
き
な
比
重
を
占
め
る
。

す

な
わ
ち
、
文
官
の
人
事
を
管
轄
す
る
吏
部
と
、
武
官
の
人
事
を
管
轄
す
る
兵
部
と
が
、
官
員
の
犯
罪
行
震
を
如
何
に
評
債
・
慮
理
す
べ
き
か
に
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こ
の
規
定
の
重
黙
が
置
か
れ
て
い
る
。
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斯
く
し
て
、
犯
罪
者
に
劃
す
る
慮
分
を
賞
質
的
に
定
め
た
規
定
か
ら
も
、
答
罪
の
牧
贈
を
除
い
て
は
、
刑
罰
の
執
行
に
闘
す
る
何
ら
か
の
指

示
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
傑
文
に
現
れ
る
慮
分
は
、
官
僚
機
構
の
中
に
お
け
る
慮
理
に
限
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
や
や
飛
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五
僚
と
六
傑
に
も
敷
街
で
き
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
律
を
制
定
し
た
明
太
租
自
身
も
、
官
員
や
膏
吏
に
劃
し
て
決
し
て
寛
大
で
は
な
か
っ
た
。
何
と
な
れ
ば
、
『
明

大
詰
』
に
お

い
て
太
租
は
み
ず
か
ら
筆
を
執
り
、
不
正
を
行
っ
た
官
員
や
膏
吏
に
射
す
る
巌
し
い
姿
勢
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
五
僚
と
六
僚

に
よ
り
そ
の
剣
決
が
皇
一
一
帝
に
委
ね
ら
れ
る
官
僚
は
、
刑
罰
を
克
れ
る
特
擢
に
浴
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
南
保
も
、
減
刑
を
目
的
と
せ

ず
、
む
し
ろ
官
僚
機
構
の
必
要
に
鷹
じ
た
手
緩
的
な
配
慮
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
過
剰
な
監
察
活
動
に
よ
り

職
務
に
支
障
を
来
た
す
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
、
手
績
の
開
始
に
巌
し
い
制
限
と
審
査
を
設
け
、
叉
、
手
績
の
出
口
に
お
い
て
も
、
た
ま
た

躍
す
る
が
、
官
僚
機
構
内
の
庭
理
が
傑
文
制
定
の
目
標
で
あ
る
と
い
う
観
察
は
、
こ
の
ニ
ケ
僚
の
み
な
ら
ず
、

ま
犯
罪
を
犯
し
た
官
僚
の
中
か
ら
も
う
一
度
有
用
な
者
を
救
い
上
げ
る
の
と
同
時
に
、
悪
骨
捕
を
根
こ
そ
ぎ
に
す
る
と
い
う
皇
帝
自
身
の
権
威
に

よ
る
最
終
的
な
濯
別
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。

本
節
の
論
述
を
纏
め
る
に
、
照
刑
の
み
な
ら
ず
、
刑
罰
を
売
れ
る
贋
範
な
身
分
的
特
擦
を
定
め
る
規
定
を
唐
律
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
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れ
に
劃
し
て
、
明
律
に
お
い
て
は
、
身
分
に
よ
り
刑
罰
を
克
除
す
る
規
定
は
皆
無
に
等
し
い
。
明
律
の
晴
朗
法
か
ら
身
分
的
な
特
権
と
し
て
の
慶

範
な
牧
贈
が
完
全
に
消
滅
し
た
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

第
三
節

贈
例
と
「
臆
刑
」
概
念

前
節
に
お
い
て
は
、
明
律
に
お
い
て
贈
法
が
む
し
ろ
後
退
し
た
が
如
き
相
慨
を
呈
す
る
と
い
う
現
象
を
紹
介
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
は
劉
践

的
に
、
明
代
の
照
法
の
全
貌
を
眺
め
れ
ば
、
後
退
ど
こ
ろ
か
、
飛
躍
的
に
護
展
し
た
の
で
あ
る
。
本
節
に
お
い
て
は
、
そ
の
高
度
な
護
展
の
舞

蓋
と
な
っ
た
明
代
の
贈
例
に
焦
貼
を
合
わ
せ
分
析
を
進
め
る
。

第
一
項

人

的

要

件

明
代
の
慣
例
に
お
い
て
は

「
犯
罪
人
の
身
分
」
は
必
ず
し
も
履
罪
の
要
件
と
さ
れ
な
い
。
例
え
ば
、
洪
武
二
十
三
年
十
二
月
美
亥
の
例
か



ら
そ
れ
が
容
易
に
理
解
さ
れ
る
。

上
議
刑
部
向
書
楊
靖
等
目
、
自
今
惟
犯
十
悪
弁
殺
人
者
、
論
死
。
徐
死
罪
皆
令
職
粟
北
遁
、
以
自
墳
。
力
不
及
者
、
或
二
人
或
三
人
併
力

(
四
)

稔
運
。
何
人
令
還
家
備
貨
以
行
。

い
ま
よ
り

「
自
今
」
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
こ
の
例
は
決
し
て
一

(

初

)

時
的
な
措
置
で
は
な
い
。
将
来
に
向
け
て
、
十
悪
お
よ
び
殺
人
を
除
い
て
、
そ
の
他
の
死
罪
に
閥
し
て
、
「
聡
粟
」
に
よ
り
慮
理
す
る
と
い
う

規
則
を
制
定
し
た
。
又
、
制
定
者
は
こ
の
例
を
「
贈
」
と
認
識
し
た
こ
と
も
、
「
以
白
頭
」
と
い
う
表
現
に
よ
り
裏
付
け
ら
れ
る
。
人
的
要
件

を
定
め
な
い
噴
例
は
そ
の
後
に
も
無
数
見
受
け
ら
れ
る
。
明
代
の
購
例
の
こ
う
し
た
贋
範
性
を
八
重
津
氏
の
「
購
刑
」
概
念
に
よ
り
捉
え
る
こ

九
そ
犯
罪
人
を
特
定
化
し
よ
う
と
す
る
努
力
の
痕
跡
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

と
は
不
可
能
で
あ
る
。

よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
噴
例
に
人
的
要
件
が
存
在
し
な
い
の
で
は
な
く
、
人
的
要
件
は
、
購
罪
の
具
瞳
的
な
執
行
方
法
を
左
右
す
る
に
と
ど

ま
り
、
贈
罪
を
行
う
べ
き
か
否
か
を
決
定
す
る
要
因
に
は
な
り
得
な
い
。
人
的
要
件
に
よ
り
執
行
方
法
が
左
右
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
例
え

ば
、
「
審
有
力
」
と
「
審
無
力
」
と
い
う
匡
別
が
奉
げ
ら
れ
る
。
殊
に
、
購
罪
の
納
蹟
化
が
進
む
の
に
伴
い
、
規
定
通
り
の
銀
等
を
納
め
る
だ

け
の
財
力
が
な
い
者
の
扱
い
が
問
題
と
な
る
。
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つ
ま
り
財
力
の
無
い
者
の
取
り
扱
い
を
定
め
る
必
要
が
生
じ
て
、
人

的
要
件
に
よ
り
賄
罪
の
方
法
を
異
に
す
る
贈
例
が
出
現
す
る
。
こ
う
し
た
人
的
要
件
は
八
重
津
氏
の
定
義
に
お
い
て
は
、

力
が
一
定
の
要
件
を
具
備
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
相
賞
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
も
、

の
で
は
な
く
、
そ
の
方
法
だ
け
が
獲
更
さ
れ
る
。

そ
れ
で
、

「
審
無
力
」
、

「
犯
罪
人
・
・
・
・
・・
の
能

「
審
無
力
」
の
者
に
劃
し
て
購
罪
が
否
定
さ
れ
る

況
や
、
犯
罪
人
の
身
分
が
噴
罪
の
許
容
篠
件
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
を
例
謹
す
ベ
く
、

り
上
げ
、
検
討
を
加
え
る
。

最
初
に
、
明
確
に
犯
罪
者

一
般
を
劃
象
と
す
る
例
を
列
記
す
る
。

・
洪
武
五
年
十
月
戊
子
(
巻
七
六
)
口
上
以
時
管
中
都
、
恐
力
役
妨
農
、
詔
自
今
雑
犯
死
罪
可
持
者
克
死
護
臨
濠
織
作
。

〈

匁

)

『
太
租
寅
録
』
か
ら
洪
武
年
聞
の
腰
例
を
取
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-
洪
武
十
五
年
間
二
月
甲
辰
(
巻
一
目
二
)
五
刑
惟
筈
杖
罪
軽
、

悉
迭
椴
州
種
宜
稽
。
筈
十
者
十
日
、
杖
十
者
二
十
日
、
滞
日
程
之
。

こ
の
二
者
は
犯
罪
人
の
身
分
や
能
力
に
よ
る
限
定
を

一
切
設
定
し
な
い。

天
下
全
て
の
犯
罪
人
は
、
雑
犯
死
罪
や
筈
杖
罪
に
嘗
た
る
限
り
、

い
上
謂
刑
官
目
、

然
或
肌
膚
傷
残
、

因
而
致
死
。
股
甚
偶
鷲
。
自
今
犯
者

職
作
を
許
さ
れ
る
。

決
に
、
犯
罪
人
に
よ
り
罪
肢
と
は
無
関
係
な
差
異
を
設
け
た
例
が
あ
る
。

・
洪
武
十
六
年
正
月
丁
卯
(
巻
一
五
一
ど
命
刑
部
、
凡
十
悪
員
犯
死
罪
者
、
鹿
決
如
律
。
徐
徒
流
筈
杖
者
、
令
代
農
民
力
役
、
以
頬
其
罪
。
在

京
犯
者
、
役
十
日
准
筈
二
十
杖
十
。
徒
流
各
計
年
准
之
。
雑
犯
死
罪
者
、
罰
成
港
。
在
外
犯
筈
杖
者
、
就
決
。
徒
流
死
罪
迭
京
師
詳
誠

0

.
洪
武
二
十
三
年
十
二
月
葵
亥
(
巻
二

O
六
、
前
出
)

こ
の
二
つ
の
例
に
お
い
て
は
、
犯
罪
人
の
財
力
お
よ
び
犯
罪
地
に
よ
り
異
な
っ
た
慮
分
が
定
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
要
件
に
よ
り
贈
罪
は
制
限

さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
後
者
に
お
レ
で
は
、
犯
罪
人
の
財
力
を
問
わ
ず
「
聡
粟
」
に
よ
る
照
罪
が
認
め
ら
れ
る
。
運
識
の
仕
方
に
閲
し
て
の

み
、
草
濁
で
行
う
か
、
数
人
で
カ
を
合
わ
せ
て
行
う
か
と
い
う
方
法
的
な
差
異
が
設
け
ら
れ
た
。
前
者
に
お
レ
て
は
、
在
外
、
つ
ま
り
京
師
以

外
の
地
方
の
機
関
で
拘
束
さ
れ
て
い
る
犯
罪
人
が
贈
罪
を
認
め
ら
れ
な
レ
よ
う
に
も
捉
え
か
ね
な
い
が
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な
い
。
と
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い
う
の
は
、
徒
罪
以
上
の
場
合
は
、
「
迭
京
師
詳
誠
」
と
い
う
如
く
、
京
師
へ
の
移
送
と
い
う
手
績
的
な
規
定
の
み
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
京

師
に
お
け
る
購
罪
が
否
定
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
杖
罪
以
下
に
関
し
て
の
み
的
決
、
す
な
わ
ち
直
接
に
杖
に
よ
り
刑
罰
が
執
行
さ
れ
る
こ
と

が
定
め
ら
れ
る
。

き
て
、
特
別
な
身
分
に
言
及
す
る
例
も
存
在
す
る
。
先
ず
糧
長
に
闘
す
る
例
で
あ
る
。

-
洪
武
八
年
十
二
月
笑
巴
(
巻
一

O
二
)
口
上
議
御
史
蓋
臣
目
、
比
設
糧
長
;
:
:
自
今
糧
長
有
雑
犯
死
罪
及
徒
流
者
、
止
杖
之
。
尭
其
聡
作
。

使
何
掌
税
糧
。
御
史
蓋
臣
言
、
糧
長
有
犯
許
納
銅
照
罪
。
制
可
。

太
租
は
糧
長
に
よ
る
徒
罪
以
上
雑
犯
死
罪
以
下
の
犯
罪
に
封
し
て
、
本
来
科
さ
れ
る
べ
き
轍
作
を
克
除
し
、
杖
に
よ
る
刑
罰
の
み
執
行
す
る



よ
う
に
指
示
し
た
。
そ
の
規
定
は
律
の
工
繁
戸
及
婦
人
犯
罪
の
僚
に
お
け
る
天
文
生
の
底
分
が
勇
一
繋
さ
せ
る
。
特
別
な
役
目
を
帯
び
、
若
し
く

は
特
別
な
能
力
を
備
え
た
犯
罪
人
を
稔
作
に
出
し
、
流
地
の
籍
に
編
入
す
れ
ば
、
統
治
機
能
に
支
障
が
生
じ
か
ね
な
い
。
糧
長
も
、
「
税
糧
を

掌
」
る
故
に
、
園
家
に
と
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
従

っ
て
、
そ
れ
を
頻
繁
に
更
迭
さ
せ
る
わ
け
に
は
レ
か
な
い
。
そ
れ
故
に
、
職
作
に

代
わ
る
慮
置
が
案
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

太
極
の
言
葉
で
は
、
杖
刑
へ
の
減
刑
措
置
と
も
思
わ
れ
る
が
、
御
史
蓋
の
提
案
、通
り
、
納
銅
購
罪
を
許
可
し
た
こ
と
に
よ
り
、
糧
長
の
犯
し

た
罪
に
相
嘗
す
る
慮
分
が
科
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
徒
罪
に
は
徒
に
相
嘗
す
る
購
銅
、
流
罪
に
は
流
に
相
嘗
す
る
噴
銅
と
い
う
如

く
、
刑
名
と
噴
罪
に
明
確
な
比
例
闘
係
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
軽
減
す
る
特
別
措
置
は
と
ら
れ
な
い
。
糧
長
は
こ
の
例
に
よ
り
刑
名
に

不
相
躍
に
軽
い
慮
分
を
受
け
る
特
権
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
、
貫
録
の
記
述
だ
け
で
は
、
天
文
生
と
同
様
に
、
杖
一
百
の
上
、

徐
罪
を
牧
贈
さ
せ
る
慮
分
か
、
明
令
の
贈
刑
僚
に
よ
る
全
罪
相
嘗
の
贈
罪
を
さ
せ
る
慮
分
か
は
剣
断
し
か
ね
る
。

最
後
に
、
官
員
に
言
及
す
る
慣
例
も
見
受
け
ら
れ
る
。

-
洪
武
六
年
正
月
丙
辰
(
巻
七
八
)
い
工
部
倫
書
寅
粛
坐
法
嘗
答
。

(

幻

)

日・
・・・・・
。

上
回
六
卿
之
職
、

不
宜
以
細
故
加
厚
。
命
以
俸
晴
朗
罪
。
上
議
御
史
蓋
臣
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-
洪
武
八
年
二
月
甲
午
(
巻
九
七
〉
日
敷
刑
宮
自
今
九
雑
犯
死
罪
者
、
克
死
鞍
作
終
身
。
徒
流
罪
限
年
職
作
。
官
吏
受
臓
及
雑
犯
私
罪
嘗
罷

職
役
者
、
請
鳳
陽
屯
種
。
民
犯
流
罪
者
、
鳳
陽
稔
作
一
年
、
然
後
屯
種
。
上
復
誌
刑
官
日
、
:
:
:
所
以
特
降
寛
宥
之
典
。
凡
雑
犯
死
罪
、

皆
令
職
作
屯
種
、
以
全
其
生
、
且
翼
其
改
遁
復
震
善
人
。
.

・
三
十
年
五
月
甲
寅
(
巻
二
五
三
〉

υ

命
六
部
都
察
院
等
官
、
議
定
煩
罪
事
例
。

九
内
外
官
吏
犯
管
杖
者
、
紀
過
。
徒
流
遜
徒
者
、
以
俸
購

之
。
三
犯
罪
之
如
律
。
雑
犯
死
罪
者
、
自
備
車
牛
運
米
聡
港
、
本
身
就
彼
篤
軍
。
民
有
犯
徒
流
遜
徒
者
、
護
充
遁
運
水
夫
。
九
運
米
照
罪

者
、
甘
粛
車
一
雨
牛
田
頭
米
十
石
、
山
丹
加
一
石
、
永
昌
加
二
石
、
西
涼
加
三
石
、
雲
南
曲
靖
普
安
如
西
涼
之
数
。

一
般
の
犯
罪
人
に
認
め
ら
れ
な
い
優
遇
措
置
を
讃
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問
題
は
、
こ
の
三
つ
の
贈
例
か
ら
、
官
員
の
身
分
に
よ
る
特
別
な
贈
罪
、
換
言
す
れ
ば
、
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み
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
で
あ
る
。
洪
武
六
年
の
記
述
は
俸
般
の
初
例
で
あ
る
。

百
官
有
遇
、
皆
許
購
俸
、
蓋
始
此
」
と
い
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
洪
武
六
年
正
月
の
時
黙
よ
り
、
官
員
に
劃
し
て
俸
椋
に
よ
る
摘
が

『
績
文
献
逼
考
』
(
巻
一
七
一
)
で
は
こ
れ
を
引
用
し

「
後
来
、

行
わ
れ
た
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
る
。

で
は
、
俸
贈
は
官
員
の
身
分
に
よ
る
特
権
で
あ
ろ
う
か
。
ひ
い
て
は
、
俸
慣
は
特
定
の
人
的
要
件
に
限

定
さ
れ
る
贈
罪
で
あ
ろ
う
か
。
現
象
的
に
は
、
確
か
に
俸
照
は
、
一
般
の
犯
罪
人
が
明
ら
か
に
享
受
で
き
な
い
贈
罪
方
法
で
あ
る
。
俸
緑
に
よ

る
膿
罪
は
、
定
義
上
俸
稔
を
受
け
る
者
に
劃
し
て
し
か
行
い
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
記
述
を
安
易
に
過
大
評
債
す
べ
き
で
は
な
い
。
太
粗
が
殊
更
に
工
部
向
書
の
黄
粛
を
救
済
し
、
そ
れ
に
よ
り
俸
般
の
例
を
聞

い
た
と
す
れ
ば
、
嘗
時
の
法
的
拡
況
に
照
ら
し
て
そ
の
特
別
な
措
置
を
評
債
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
嘗
時
の
法
的
朕
況
と
言
え
ば
、
呉
元
年
の
律

本
件
と
関
係
す
る
候
文
と
し
て
は
刑
令
の
職
官
犯
罪
燦
(
九
六
燦
)
が
考
え
ら
れ
る
。
そ

令
で
あ
る
が
、
令
の
み
が
現
存
す
る
。

明
令
に
は
、

れ
に
よ
れ
ば

解
見
任
。
流
官
於
雑
職
内
絞
用
、
雑
職
於
漫
遠
妓
用
。
其
官
吏
犯
公
罪
至
九
十
者
、

不
在
解
見
任
之
限
、

八
十
降
三
等
、
九
十
降
四
等
、
倶

止
標
附
過
名
。
杖

一
百
者
、
無
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九
職
官
犯
罪
、

四
十
以
下
、
標
附
過
名
、
還
職
、

五
十
解
任
離
職
、
杖
六
十
降
一
等
、
七
十
降
二
等
、

問
公
私
罪
犯
、
並
不
絞
。

こ
の
俊
文
は
三
十
年
の
律
に
於
け
る
七
篠
と
八
僚
と
を
折
衷
し
た
よ
う
な
観
を
呈
す
る
。
と
い
う
の
は
、
同
一
の
候
文
に
お
い
て
私
罪
と
公

罪
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
但
し
、
律
の
七
僚
と
比
べ
る
と
公
罪
に
射
す
る
規
定
は
甚
だ
簡
略
で
あ
る
。
こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、

工
部
向
書
の
糞
粛
は
、
害
罪
に
閲
す
る
牧
療
を
認
め
ら
れ
な
い
。
明
令
の
規
定
で
は
、
州
鯨
と
府
の
知
事
に
限
り
、
筈
四
十
以
下
の
公
罪
に
閥

し
て
、
贈
罪
が
許
さ
れ
る
。
そ
れ
は
同
じ
刑
令
の
守
令
罰
購
(
一

O
五
僚
)
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

九
各
慮
知
府
知
州
知
勝
、
有
犯
公
罪
、
答
四
十
以
下
者
、
許
令
贈
銅
。

黄
粛
は
、
地
方
の
知
事
で
は
な
く
、
工
部
向
書
の
地
位
に
あ
る
。
放
に
、

六
僚
に
お
け
る
私
罪
と
公
罪
を
分
離
し
、
そ
の
上
一

O
五
僚
を
参
照
し
つ
つ
「
不
在
解
見
任
之
限
」
と
い
う
公
罪
の
規
定
を
修
正
し
た
結
果
、

一
O
五
僚
に
一
該
嘗
し
な
い
。
そ
こ
で
、
推
測
に
過
ぎ
な
い
が
、
九



三
十
年
律
の
文
武
官
犯
公
罪
僚
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。
と
い
う
の
は
、
九
六
篠
か
ら
私
罪
に
お
け
る
解
任
手
績
を
省
け

ば
、
標
附
遁
名
と
い
う
考
課
闘
係
の
慮
理
の
み
が
残
り
、
そ
れ
に
律
に
消
滅
し
た
一

O
五
傑
の
規
定
を
加
え
れ
ば
、
文
武
官
犯
公
罪
の
僚
が
そ

つ
く
り
現
れ
る
の
で
あ
る
。

凡
内
外
大
小
軍
民
衛
門
官
吏
、
犯
公
罪
該
害
罪
者
、
官
牧
晴
、

、
(
お
〉

罪
名
、
九
年
一
次
、
通
考
所
犯
次
数
重
軽
、
以
湿
鮪
捗
。

吏
毎
季
類
決
、

不
必
附
過
。

杖
罪
以
上
、

明
立
文
案
、

毎
年
一
考
、

紀、
録、

寅
粛
の
罪
が
筈
罪
に
相
賞
す
る
限
り
、
太
租
に
よ
る
特
別
措
置
は
、
明
令
の
規
定
を
超
え
て
、
三
十
年
律
の
如
き
慮
置
を
認
め
た
、
と
解
樺

す
る
の
が
安
嘗
で
あ
ろ
う
。
そ
の
規
定
の
運
営
に
は
俸
噴
・
罰
俸
に
閲
す
る
贈
例
が
依
か
せ
な
い
の
が
嘗
然
だ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
一
般
人

と
比
べ
て
官
員
が
何
ら
か
の
特
権
を
享
受
し
な
い
の
は
前
述
し
た
逼
り
で
あ
る
。
従
っ
て
、
他
に
有
力
な
根
擦
が
な
け
れ
ば
、
洪
武
六
年
の
記

述
を
官
員
の
贋
範
な
俸
照
特
権
と
ま
で
療
大
解
揮
す
る
の
は
不
可
能
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。

次
に
、
洪
武
八
年
二
月
の
例
は
、
先
ず
一
般
的
な
規
定
を
置
く
。

自
今
九
雑
犯
死
罪
者
、
克
死
職
作
終
身
。
徒
流
罪
限
年
稔
作
。
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が
そ
れ
で
あ
る
。

犯
罪
人
の
身
分
を
問
わ
ず
、
雑
犯
死
罪
か
ら
徒
罪
に
至
る
ま
で
、
全
て
稔
作
に
よ
り
鹿
理
さ
れ
る
べ
き
原
則
が
明
言
さ
れ

る
。
そ
の
下
に
始
め
て
、
官
吏
に
関
す
る
特
別
な
規
定
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、
賦
罪
等
を
犯
し
た
官
吏
に
劃
し
て
、
通
常
の
稔
作
に
代

わ
っ
て
、
特
別
に
鳳
陽
に
迭
り
屯
種
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
決
し
て
、
特
権
的
な
取
扱
い
と
は
言
え
な
い
内
容
で
、
加
重
的
な
意
味
を
有
す
る

よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、

洪
武
三
十
年
の
重
要
な
例
が
あ
る
。

こ
れ
は
通
常
御
製
序
に
言
わ
れ
る
「
今
定
膿
罪
篠
例
」
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
こ
の
例
が
官
吏
に
劃
し
て
一
つ
の
特
権
と
し
て
一
般
人
に
認
め
ら
れ
な
い
購
罪
を
許
せ
ば
、
明
代
の
療
法
に
も
身
分
と
い
う
人
的
要
素
が

705 

重
要
な
役
割
を
捲
っ
た
こ
と
に
な
る
。

宮
津
知
之
氏
は
、
御
製
序
を
引
用
し
た
上
で
、
こ
の
例
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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と
こ
ろ
が
同
年
五
|
六
月
に
定
め
ら
れ
た
照
罪
燦
例
は
、
内
外
官
吏
の
筈
杖
は
記
過
、
徒
流
遜
徒
は
俸
理
、
三
犯
は
律
で
慮
罰
、
雑
犯
死

罪
は
車
牛
を
自
備
し
て
米
を
稔
遺
し
た
の
ち
寧
と
し
、
(
運
米
の
数
量
は
別
に
規
定
)
民
の
徒
流
遜
徒
は
遁
運
水
夫
に
護
充
す
る
と
い
う
も

の
で
あ
り
、

ま
た
こ
れ
と
は
別
に
同
年
六
月
に
武
臣
の
雑
犯
死
罪
の
准
積
も
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
五
|
六
月
制
定
の
贈
罪
例
は
主

要
に
は
文
武
職
官
・
吏
典
に
闘
わ
る
も
の
で

一
般
民
衆
に
閲
す
る
規
定
は
徒
流
這
徒
を
犯
し
た
者
を
遁
運
水
夫
に
瑳
充
す
る
と
あ
る
だ

け
で
、

一
般
性
を
依
い
て
い
る
。

(
註
(
紅
)
前
掲
書
、
三
五
八
頁
)

要
す
る
に
、
文
武
職
官
に
の
み
贋
範
な
贈
罪
が
認
め
ら
れ
た
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

問
題
は
、
こ
の
例
に
お
い
て
「
内
外
官
吏
」
と
い
う
主
語
が
ど
こ
ま
で
掛
か
る
か
で
あ
る
。
宮
淳
氏
は
「
本
身
就
彼
篤
軍
」
ま
で
と
さ
れ
る

ょ
う
で
あ
る
。
筆
者
は
三
つ
の
理
由
か
ら
そ
れ
に
賛
同
で
き
な
い
。

一
つ
は
、
同
氏
は
、

貫
録

・
刑
法
志
・

績
通
考
等
を
検
索
し
て
も
、

と
さ
れ
る
が
、
『
明
曾
典
』
に
洪
武
三
十
年
の
例
と
し
て
運
米
例
が
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

(
洪
武
)
三
十
年
、
令
罪
囚
運
米
購
罪
、
死
罪
一
首
石
、
徒
流
遁
減
。
其
力
不
及
者
、
死
罪
白
備
米
三
十
石
、
徒
流
罪
十
五
石
、
倶
運
赴

甘
州
威
虜
地
方
上
納
、
就
彼
魚
軍
。

一
般
民
衆
ま
で
包
括
す
る
普
遁
的
な
傑
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い

-120ー

(
『
正
徳
禽
奥
』
倉
一
一
一
一
一
ニ
)

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
例
は
御
製
序
と
同
様
に
、
犯
罪
人
の
身
分
に
つ
い
て
如
何
な
る
要
件
を
も
定
め
な
い
。
ご
く
自
然
に
全
て
の
犯
罪
人
に

摘
胴
罪
が
認
め
ら
れ
る
。

御
製
序
の
文
章
の
流
れ
か
ら
判
断
し
て
も
、

は
、
貫
録
に
見
ら
れ
る
洪
武
三
十
年
五
月
の
例
と
二
つ
の
類
似
貼
を
有
す
る
。

一
般
的
な
慣
例
が
意
識
さ
れ
た
と
し
か
解
揮
で
き
な
い。

叉

こ
の
例

一
つ
は
「
就
彼
震
軍
」
と
い
う
特
殊
な
規
定
を
雨
者
と
も
設
け

て
レ
る
貼
で
あ
る
。
今
一
つ
は
職
米
す
べ
き
地
方
で
あ
る
。
貫
録
に
は
確
か
に
、
舎
奥
の
例
よ
り
多
く
の
地
方
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
努
頭

に
置
か
れ
る
の
は
同
じ
甘
粛
で
あ
る
。
多
く
の
出
入
も
あ
る
が
雨
者
は
同
じ
例
を
異
な
っ
た
覗
貼
か
ら
整
理
し
て
記
録
し
た
に
違
い
な
い
と
推

測
さ
れ
る
。

第
二
の
理
由
は
、
貫
録
の
記
述
で
は
、
雑
犯
死
罪
に
閲
す
る
規
定
も
、
民
有
犯
徒
流
濯
従
者
に
闘
す
る
規
定
も
、
運
米
を
内
容
と
す
る
と
い



う
共
通
性
で
あ
る
。
遁
運
も
米
を
運
ぶ
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
南
規
定
を
分
離
す
る
必
要
が
生
じ
た
の
は
、
運
米
の
主
瞳
が
異
な
る
か
ら
で

一
つ
の
役
と
し
て
、

は
な
く
、
自
ら
車
等
を
用
一
意
し
自
力
で
運
米
に
嘗
た
る
か
、

つ
ま
り
第
力
を
差
し
出
す
の
み
に
て
運
米
に
嘗
た
る
か
と
い

「
九
運
米
贈
罪
者
」
以
下
の
石
高
規
定
を
「
就
彼
魚
軍
」
の
前
後
に

う
相
違
に
よ
る
。
官
員
の
死
罪
に
の
み
運
米
が
適
用
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、

挿
入
す
る
筈
で
あ
る
。

第
三
の
理
由
は
、
官
吏
に
閲
す
る
規
定
が
、

コ
ニ
犯
罪
之
如
律
」
に
よ
り
締
め
括
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
流
罪
ま
で
は
、
三
犯
に
よ
り

寅
刑
を
受
け
る
の
に
、
死
罪
に
関
し
て
は
何
回
繰
り
返
し
て
も
噴
罪
に
て
済
ま
せ
る
と
解
揮
す
る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
る
。
従
っ
て
、
死
罪
に

闘
す
る
購
罪
が
官
吏
に
限
定
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、

コ
二
犯
罪
之
如
律
」
は
死
罪
に
閲
す
る
規
定
の
後
ろ
に
挿
入
す
べ
き
で
あ
る
。

「
律
に
依
る
」
と
は
刑
名
の
文
字
通
り
の
刑
罰
を
加
え
る
こ
と
と
は
限
ら
な
い
。
こ
こ
に
現
れ
る
「
三
犯
罪
之
如
律
」
も
、
刑

〈

引

品

)

罰
の
こ
と
で
は
な
く
、
名
例
律
七
・
八
僚
の
延
長
線
上
に
あ
る
人
事
な
い
し
行
政
上
の
庭
分
を
意
味
す
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
そ
こ
で
、
雑
犯

死
罪
の
前
で
、
文
章
が
「
三
犯
罪
之
如
律
」
に
よ
り
一
旦
匿
切
ら
れ
る
の
は
、
名
例
律
七
・
八
僚
が
定
め
る
行
政
上
の
慮
分
を
緩
和
す
る
本
例

の
規
定
が
流
罪
・
遁
徒
止
ま
り
で
、
雑
犯
死
罪
は
一
般
の
犯
罪
人
と
同
様
な
仕
方
で
購
罪
が
行
わ
れ
る
の
み
に
て
、
名
例
律
に
よ
る
罷
職
を
克

除
す
る
規
定
が
置
か
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
後
に
再
び
「
民
」
と
い
う
主
語
が
必
要
と
な
る
の
も
、
同
じ
理
由
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
雑
犯
死

そ
も
そ
も
、

-121ー

罪
は
官
と
民
、が
同
じ
嫡
罪
を
行
う
の
に
劃
し
て
、
蓮
徒
以
下
は
取
り
扱
い
が
異
な
る
。
そ
の
た
め
に
、
も
う
一
度
主
語
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
必

要
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
洪
武
三
十
年
五
月
の
慣
例
も
、
特
権
的
な
賄
罪
を
認
め
な
い
洪
武
年
聞
の
数
多
く
の
贈
例
と
無
理
な
く
合
致
し
て
お
り
、
洪
武

三
十
年
に
突
然
そ
う
し
た
特
権
が
生
ま
れ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

第
二
項

「
金
品
を
出
す
」
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更
に

「
金
品
を
出
す
」
と
レ
う
要
素
も
、
明
代
の
噴
例
と
本
質
的
に
相
容
れ
な
い
。
嬢
例
の
中
に
は
、
金
品
で
は
な
く
、
第
役
に
よ
り
罪
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を
煩
わ
し
め
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
殊
に
明
初
に
お
い
て
、
そ
の
方
が
金
品
よ
り
も
逼
例
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
罰
役
が
晴
朗
罪
と
し
て
認
識

さ
れ
て
い
た
と
い
う
早
い
誼
援
と
し
て
、
貫
録
の
衣
の
記
述
が
奉
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

上
嘗
護
死
因
築
城
以
贈
其
罪
。
后
言
子
上
目
、
贈
罪
罰
役
園
家
至
恩
。
但
疲
困
之
囚
、
加
以
傍
役
、
恐
不
克
於
死
亡
。
雄
日
生
之
、
其
貫

(

お

〉

死
者
多
会
。
上
善
后
言
、
罷
其
役
悉
種
之
。

が
そ
れ
で
あ
る
。
築
城
と
い
う
傍
役
に
よ
り
、

そ
の
罪
が
煩
わ
れ
る
と
い
う
認
識
を
窺
わ
せ
る
早
い
用
例
だ
と
言
え
る
。
洪
武
か
ら
永
築
年
間

に
か
け
て
、
第
役
に
よ
り
照
罪
せ
し
め
る
積
例
が
数
多
く
制
定
さ
れ
、
曾
典
に
お
い
て
は

「拘
役
囚
人
」
と
い
う
項
目
の
下
に
纏
め
ら
れ
て
い

る。
刑
法
士
山
に
よ
れ
ば
、

考
洪
武
朝
、
官
吏
軍
民
犯
罪
聴
療
者
、
大
抵
罰
役
之
令
居
多
。
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と
い
う
如
く
、
罰
役
の
方
が
明
代
贈
法
の
源
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
に
行
わ
れ
た
金
銭
化
・
納
贈
化
に
よ
り
暗
法
は
古
典
的
な
購
刑
像
に
接
近

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
恐
ら
く
、
最
初
か
ら
納
腰
が
主
流
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
明
代
の
噴
法
は
そ
れ
だ
け
の
贋
範
性
を
獲
得
で
き
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が

一
旦
金
銭
化
が
行
わ
れ
れ
ば

罰
役
の
意
義
が
薄
れ
、

あ
ま
り
頬
罪
と
し
て
意
識
さ
れ
な
く
な
る
。

そ
の
た
め
、

『
正
徳
舎

典
』
に
お
い
て
は
、
罰
役
に
関
す
る
例
が
「
拘
役
囚
人
」
の
項
目
に
分
類
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
贈
罪
と
の
闘
係
へ
の
言
及
が
一
切
な
さ
れ
て

一つ

の
歴
史
的
記
述
と
し
て
の
購
罪
と
の
関
連
が
説
明
さ
れ
る
。

い
な
い
。
『
高
暦
曾
典
」
に
お
い
て
は
、

園
初
令
罪
人
得
以
力
役
贈
罪
。
死
罪
拘
役
終
身
、

徒
流
照
年
限
、

筈
杖
計
月
目
、

漏
日
疎
放
。

或
修
造
或
屯
種
或
煎
盟
紗
鎖
、
事
例
不

一、

具
例
子
後
。

刑
法
志
に
も
ほ
ぼ
同
じ
文
が
引
用
さ
れ

「
折
納
工
債
」
の
後
で
も
疎
放
後
に
御
橋
に
赴
く
習
わ
し
が
縫
績
さ
れ
る
と
い
う
塵
史
的
記
述
で

締
め
括
ら
れ
る
。



を
理
解
す
る
に
は
、

こ
こ
で
は
、
明
代
の
頬
例
の
種
類
に
闘
す
る
議
論
に
深
入
り
で
き
な
い
が
、
明
代
贈
法
の
起
源
、
叉
そ
の
高
度
な
護
達
を
可
能
に
し
た
傑
件

八
重
津
氏
の
定
義
に
よ
り
把
握
で
き
な
い
罰
役
の
解
明
が
不
可
依
で
あ
る
こ
と
の
み
言
い
添
え
て
お
き
た
い
。

第
三
項

「
本
来
科
せ
ら
る
べ
き
刑
罰
」

「
木
来
科
せ
ら
る
べ
き
刑
罰
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
五
刑
」
を
指
し
、

そ
れ
に
代
わ
っ
て
科
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
贈
刑
が

「
換
刑
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
基
本
的
に
は
、
明
代
に
お
い
て
も
、
贈
は
「
五
刑
」
に
鷹
じ
て
行
わ
れ
る
。

さ
れ
る
刑
罰
で
あ
り
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
購
が
科
さ
れ
る
と
い
う
概
念
、

し
か
し
、

「
五
刑
」
が
本
来
科

つ
ま
り
換
刑
の
概
念
は
明
代
の
購
法
に
お
い
て
嘗
て
飯
ま
ら
な
い
。

何
よ
り
も
、
明
律
の
立
法
者
で
あ
る
太
租
に
、

五
刑
を
刑
罰
と
し
て
執
行
す
る
意
志
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
太
租
は
自
ら
明
律
の

御
製
序
に
お
い
て
五
刑
で
は
な
く
、

「
購
」
を
行
う
べ
き
こ
と
を
定
め
た
。

雑
犯
死
罪
弁
徒
流
遁
徒
筈
杖
等
刑
、
悉
照
今
定
腰
罪
燦
例
科
断
。

が
そ
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
太
租
は
既
に
贋
範
な
晴
朗
罪
を
意
園
し
た
の
で
あ
る
。
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五
刑
と
療
法
は
、
換
刑
を
遁
か
に
越
え
る
複
雑
な
関
係
に
あ
る
。
贈
法
で
は
な
く
、

五
刑
は
科
せ
ら
れ
る
べ
き
刑
罰
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
と
よ
り
、

五
刑
の
方
か
ら
考
察
す
れ
ば
、

そ
も
そ
も

解
穣
に
よ
っ
て
は
、

五
刑
と
は
刑
罰
で
は
な
く
、

刑
名
で
あ
る
。

刑
名
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
最
初
か
ら
そ
れ
に
劃
し
て
如
何
な
る
刑
罰
を
科
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
刑
名
に
鷹
じ
て
何
ら
か
の
具
韓
的
な

刑
罰
を
規
定
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
蹟
法
に
限
定
さ
れ
な
い
。
例
え
ば
、
徒
一
年
と
い
う
抽
象
的
な
刑
名
は
、
具
盤
的
な
刑
罰
を
特
定
化
し
得

な
い
。
明
律
に
は
具
韓
的
な
刑
罰
に
関
し
て

詳
細
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。

流
罪
の
配
地
、

充
軍
の
配
地
、

徒
罪
に
お
け
る
煎
盟
と
紗

鏡
、
刑
具
の
規
定
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
詳
細
な
規
定
は
既
に
呉
元
年
の
明
令
に
見
ら
れ
、
洪
武
三
十
年
制
定
の
明
律
に
踏
襲
・
一撲
大
さ

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
御
製
序
に
そ
の
適
用
が
定
め
ら
れ
た
頬
例
も
、
五
刑
に
麿
じ
て
具
瞳
的
な
刑
罰
を
規
定
す
る
努
力
の
跡
で
は
な
レ
か
、
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と
筆
者
は
考
え
る
。
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事
寅
、
明
律
に
お
い
て
徒
罪
に
関
し
て
定
め
ら
れ
た
煎
盟
と
紗
蟻
は
、
例
に
お
い
て
も
現
れ
る
。
洪
武
十
四
年
二
月
葵
酉
の
例
が
そ
の
最
初

の
も
の
で
あ
る
。

命
刑
部
更
定
徒
罪
煎
瞳
妙
鎮
例
。
九
徒
罪
煎
盟
者
、
一
幅
建
庚
西
之
人
護
雨
准
、
河
南
山
東
庚
東
之
人
護
爾
新
、
直
隷
江
南
街
江
之
人
霊
山

東
、
直
隷
江
北
之
人
護
河
問
、
湖
庚
之
人
渡
海
北
。
九
徒
罪
妙
識
者
、
江
南
之
人
護
泰
安
莱
蕪
等
握
、

山
西
之
人
護
輩
昌
、
北
卒
之
人
護

(
お
)

卒
陽
、
四
川
之
人
護
黄
梅
、
海
南
海
北
之
人
護
進
賢
輿
園
。

明
確
に
贈
例
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
例
の
中
に
、
煎
盟
と
妙
識
が
言
及
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
刑
法
志
に
引
か
れ
る
嘉
靖
二
十
九
年
の

例
〈
問
刑
俊
例
・
五
刑
僚
)
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
例
は
、
「
革
去
職
役
」
に
相
嘗
す
る
罪
を
犯
し
た
官
吏
お
よ
び
、
金
銭
に
よ
る
照
罪
に
必
要

な
財
力
の
な
い
「
軍
民
人
等
」
に
闘
し
て
次
の
逼
り
定
め
た
。

筈
杖
罪
的
決
、
徒
・
流
・
雑
犯
死
罪
各
倣
工
・
擁
姑
・
哨
瞭
・
護
充
儀
従
。
情
重
者
、
煎
盟
・
紗
銭
。
死
罪
五
年
、
流
罪
四
年
、
徒
罪
照

徒
年
限
。
・

煎
盟
と
妙
織
と
は
、

律
の
規
定
に
よ
れ
ば
、

徒
刑
と
い
う
刑
名
に
閲
し
て

「
本
来
科
せ
ら
る
べ
き
刑
罰
」

で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
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一
方
、
慣
例
に
お
い
て
は
、
こ
の
煎
盟
と
妙
識
は
、
徒
罪
に
限
定
せ
ず
、
貫
く
流
罪
と
雑
犯
死
罪
ま
で
そ
の
遁
用
範
囲
が
抜
大
さ
れ
る
。

嫡
例
に
お
い
て
は
、
煎
盟
と
妙
識
は
、
も
は
や
畢
に
「
本
来
科
せ
ら
る
べ
き
刑
罰
」
で
は
な
く
、
軽
重
に
は
差
が
あ
る
も
の
の
、
倣
工
の
よ
う

な
腰
罪
と
同
質
に
扱
わ
れ
る
。

る
要
す
る
に
、
徒
役
を
含
め
た
様
々
な
罰
役
と
一
般
の
購
罪
は
同
じ
線
の
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
名
か
ら
見
れ
ば
、
購
罪
に

闘
す
る
規
定
も
、
刑
名
に
臨
応
じ
て
具
瞳
的
な
刑
罰
を
定
め
る
刑
罰
規
定
の
一
種
に
過
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
刑
罰
と
贈
罪
の
連
績
性
が
可
能
に
な

っ
た
の
も
、
前
節
に
お
い
て
述
べ
た
如
く
、
そ
の
起
源
に
お
い
て
明
代
の
噴
法
が
金
品
に
よ
る
納
噴
で
は
な
く
、
罰
役
を
中
心
と
し
て
レ
た
か

ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。



第
四
項

「
賓
刑
の
克
除
」

前
節
に
お
い
て
引
用
し
た
嘉
靖
二
十
九
年
の
例
は
刑
法
志
の
妓
述
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
明
代
の
贈
法
が
最
終
的
に
落
ち
着
く
場
所
を
示
す
例

(

幻

〉

(

叩

山

〉

で
あ
る
。
同
時
に
、
こ
の
例
は
、
弘
治
問
刑
傑
例
の
五
刑
僚
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
、
叉
高
暦
問
刑
篠
例
に
も
踏
襲
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
根
本

原
則
を
定
め
た
例
と
も
捉
え
ら
れ
る
。
も
う
一
度
全
文
を
引
い
て
吟
味
を
加
え
て
み
た
い
。

九
軍
民
諸
色
人
役
及
舎
徐
審
有
力
者
、
興
文
武
官
吏
・
監
生
・
生
員
・
冠
帯
官
・
知
印
・
承
差
・
陰
陽
生
・
醤
生
・
老
人
・
舎
人
、
不

分
筈
・
杖
・
徒
・
流
・
雑
犯
死
罪
、
倶
令
運
提
・
運
茨
・
運
額
・
納
米
・
納
料
等
項
購
罪
。
若
官
吏
人
等
例
一
該
革
去
職
役
、
興
軍
民
人
役

審
無
力
者
、
宮
・
杖
罪
的
決
、
徒
・
流
・
雑
犯
死
罪
各
倣
工
・
嬬
姑
・
哨
瞭
、
護
充
儀
従
。
情
重
者
煎
盟
・
妙
銭
。
死
罪
五
年
、
流
罪
四

年
、
徒
罪
照
徒
年
限
。
其
在
京
軍
丁
人
等
、
無
差
占
者
興
例
難
的
決
之
人
、
筈
・
杖
亦
倣
工
。

こ
れ
に
劃
し
、
刑
法
志
は
次
の
如
き
評
語
を
加
え
る
。

時
新
例
、
犯
姦
・
盗
・
受
臓
、
震
行
止
有
面
之
人
、
概
不
許
購
罪
。
唯
軍
官
革
職
者
、
倶
運
炭
・
納
米
等
項
瑳
落
、
不
用
五
刑
傑
倒
的

決
・
寅
配
之
文
。
:
:
:
於
是
、
在
京
惟
行
倣
工
・
運
囚
糧
等
五
項
、
.

評
語
の
前
牟
に
限
っ
て
い
え
ば
、
嘉
靖
二
十
九
年
の
例
に
お
い
て
は
「
筈
杖
罪
的
決
」
以
下
は
も
は
や
煩
罪
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、
刑
法

志
の
理
解
で
あ
る
。
運
炭
・
運
茨
・
運
瓢
・
納
米
・
納
料
等
項
の
金
銭
化
を
根
擦
に
、
刑
法
志
の
理
解
は
、
賄
罪
の
一
つ
の
典
型
を
示
唆
す
る

と
も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
金
品
を
差
し
出
す
こ
と
に
よ
り
刑
罰
を
暗
い
売
れ
る
暇
で
あ
る
。
そ
れ
に
劃
し
て
、
「
倣
工
・
擁
姑
・
哨

瞭
・
護
充
儀
従
」
と
「
煎
盟
・
沙
織
」
は
賓
配
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
質
刑
で
あ
り
、
購
罪
に
よ
り
克
れ
う
る
「
本
来
科
せ
ら
る
べ
き
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刑
罰
」
と
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
評
語
の
後
半
は
そ
う
し
た
理
解
と
は
矛
盾
す
る
。
後
牢
に
お
い
て
は
倣
工
は
運
糧
等
の
煩
罪
と
並
列
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
倣

工
も
噴
罪
の
一
種
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
諸
種
の
在
京
納
贈
諸
例
固
に
も
、
倣
工
は
璽
罪
の
一
つ
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
そ
れ

711 
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で
は

「
擁
姑
」
以
下
の
諸
項
目
を
貫
配
と
し
、

「
本
来
科
せ
ら
る
べ
き
刑
罰
」
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
言
え
ば
、
そ
れ
も
首
肯
で

き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
例
は
、
明
確
に
運
炭
等
の
項
目
と
倣
工
等
の
項
目
と
の
聞
に
一
線
を
劃
す
。
そ
の
線
引
き
を
幾
更
す
る
合
理
的
な
根

援
は
見
嘗
た
ら
な
い
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
提
姑
以
下
の
諸
項
目
も
、
本
来
科
せ
ら
る
べ
き
刑
罰
で
は
な
い
。
操
姑
と
哨
瞭
は
、
一
種
の
役
で

「
煎
盟
・

妙
鍛
」
も
、
徒
罪
に
劃
し
て
は
、
明
律
に
明
文
規
定
が
あ
る
た
め
、
本
来
科
せ
ら
る
べ
き
刑
罰

あ
り
、
本
来
的
に
刑
罰
で
は
な
い
。

と
理
解
で
き
る
が
、
流
罪
と
死
罪
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、

そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。

刑
法
志
の
妓
述
を
矛
盾
な
く
説
明
す
る
に
は
、
む
し
ろ
「
寅
配
」
と
「
刑
罰
」
を
匡
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
運
炭
以
下
の
項
目

と
の
比
較
で
は
、
確
か
に
倣
工
等
の
項
目
は
大
き
な
差
異
を
示
す
。
前
者
が
金
銭
(
或
は
穀
物
等
〉
の
納
入
な
の
に
劃
し
て
、
後
者
は
貫
際
に

一
定
の
傍
役
を
科
し
、
そ
れ
に
よ
り
現
貫
的
に
犯
罪
人
の
身
躍
に
も
一
定
の
拘
束
を
及
ぼ
す
。
前
者
を
狭
義
の
賄
罪
と
し
て
捉
え
、
後
者
と
区

別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
賦
罪
等
を
犯
し
た
官
吏
が
〈
狭
義
の
〉
照
罪
を
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う
の
は
、
刑
法
志
が
述

ベ
る
通
り
で
あ
る
。

し
か
し、

そ
れ
に
よ
り
倣
工
以
下
の
第
役
が
頬
罪
の
範
鴎
外
に
置
か
れ
る
と
短
絡
す
る
こ
と
は
安
蛍
で
は
な
い
。
何
と
な
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れ
ば
、
運
炭
等
の
晴
朗
罪
の
名
稽
も
示
す
如
く
、
罰
役
の
方
が
む
し
ろ
明
代
臆
法
の
原
形
だ
か
ら
で
あ
る
。
刑
法
志
自
瞳
の
記
述
に
よ

っ
て
も
そ

れ
は
裏
付
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

考
洪
武
朝
、
官
吏
軍
民
犯
罪
聴
贈
者
、
大
抵
罰
役
之
令
居
多
。

に
い
う

「
罰
役
」
は
端
的
に
傍
役
に
よ
る
照
罪
を
指
す
。

そ
の
文
に
績
け
て
、

「
屯
種
」
、

「
力
役
」
と
「
運
米
」
等
の
具
盤
的
な
傍
役
が
取

り
上
げ
ら
れ
る
。

更
に、

大
抵
贈
例
有
二
、

一
罰
役
、

一
納
紗
、

而
例
復
三
襲
。

罰
役
者
、

後
多
折
工
値
納
紗
、

紗
法
既
壊
、
出
現
矯
納
銀
、
納
米
。
然
運
茨

・
運

炭
・
運
石
・
運
瓢
・
運
砕
瓢
之
名
向
存
也
。

罰
役
が
照
例
の
原
形
で
あ
り
、

そ
の

「工
値
」
に
従
っ
て
紗
に
よ
る
金
銭
化
が

行
わ
れ
、

紗
法
の
崩
壊
に
伴
い
更
に
銀
納
化
ま
で
進
ん
だ

が
、
銀
に
よ
る
煩
罪
の
下
で
も
な
お
罰
役
に
由
来
す
る
名
穏
が
踏
襲
さ
れ
る
と
い
う
。



さ
て
、
上
記
の
事
貨
に
照
ら
し
て
、
賎
例
に
「
寅
刑
が
克
除
」
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
か
と
問
え
ば
、

答
え
は
否
で
あ
る
。

先

ず
、
贈
例
の
原
形
で
あ
る
罰
役
に
お
い
て
、
雑
犯
死
罪
に
劃
し
て
死
刑
が
科
さ
れ
な
い
の
を
除
い
て
は
、
煩
例
に
よ
り
刑
罰
を
克
れ
る
の
で
は

な
い
。
洪
武
年
聞
に
多
く
見
ら
れ
る
犠
作
の
例
は
、
後
に
「
貫
配
」
と
言
わ
れ
る
程
、
刑
罰
的
な
意
味
が
現
寅
味
を
幣
び
る
。
後
に
納
膿
化
が

進
む
に
仲
い
、
唐
律
的
購
刑
と
同
様
に
、
そ
れ
に
よ
り
貧
際
の
刑
罰
を
克
れ
る
の
と
よ
く
似
た
朕
況
が
護
生
す
る
。
つ
ま
り
、
身
僅
に
直
接
的

な
拘
束
を
受
け
ず
に
金
銭
に
よ
り
鹿
理
で
き
る
純
粋
な
財
産
刑
が
形
成
さ
れ
る
。

そ
う
し
た
狭
義
の
贈
罪
と
の
比
較
に
お
い
て
罰
役
が
「
貰

配
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
「
寅
配
」
も
、
依
然
と
し
て
贈
罪
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
嘗
時
に
お
い
て
購
罪
と
認
識
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、

理
論
的
に
も
狭

義
の
購
罪
と
同
様
な
女
元
に
位
置
付
け
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
贈
例
に
よ
り
刑
名
に
射
し
て
具
瞳
的
な
刑
罰
が
決
定
さ
れ
る
仕
組
み
が

と
ら
れ
る
こ
と
に
、
叉
身
分
を
問
わ
ず
雑
犯
全
般
に
亙
っ
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
襲
わ
り
は
な
い
。

第
二
章

刑
罰
史
に
お
け
る
明
代
購
法
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第
一
節

仁
井
田
陸
氏
の
刑
罰
史

(
m
m
)
 

中
園
の
刑
罰
史
と
い
え
ば
、
仁
井
田
陸
氏
の
「
中
園
に
お
け
る
刑
罰
盟
系
の
獲
遜
|
|
と
く
に
『
自
由
刑
』
の
設
達
」
な
る
論
文
を
避
け
て

(
却
〉

「
中
園
で
は
き
わ
め
て
古
い
時
代
か
ら
〈
自
由
刑
が
)
護
展
し
」
、
且
つ
「
(
そ
〉
の
地

通
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
同
論
文
の
重
要
な
論
貼
は
、

(

紅

)

位
は
中
園
で
は
大
憧
不
動
で
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
由
刑
と
は
抽
象
的
で
掴
み
難
い
概
念
で
あ
る
が
、
同
氏
は
し
ば
し
ば
「
傍
役

刑
」
と
言
い
換
え
る
の
で
、
何
と
な
く
想
像
が
つ
く
よ
う
な
感
が
す
る
。

713 

祭」、 質
は
、
徒
刑
と
流
刑
と
い
う
概
念
に
関
し
て
も
同
様
な
苦
第
を
す
る
。
漢
代
に
お
い
て
は
、

「
司
寵
」
、

「
成
罰
作
」
、

「
復
作
」
の
如
く
、

「
春
(
米
)
」
、

そ
の
貫
瞳
に
つ
い
て
は
な
お
多
く
の
研
究
を
要
す
る
も
の
の
、

「
城
旦
」
、

「
鬼
薪
」
、

白

そ
の
名
穏
に
お
し
γ

て
翫
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そ
う
し
た
罰
役
の
名
稽
は
南
北
朝
を
逼
じ
て
律
か
ら
姿
を
消
し

た
。
そ
の
結
果
、
唐
律
に
お
い
て
は
、
仁
井
田
氏
が
「
自
由
刑
」
と
捉
え
る
刑
罰
は
「
徒
刑
」
と
「
流
刑
」
と
い
う
抽
象
的
な
概
念
に
牧
鍛
さ

に
何
ら
か
の
第
役
も
し
く
は
罰
役
を
表
現
せ
ん
と
す
る
傾
向
が
窺
わ
れ
る
。

れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
枚
数
の
過
程
を
、

(

招

)
の
」
と
表
現
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
抽
象
的
な
概
念
か
ら
は
も
は
や
具
瞳
的
な
刑
罰
に
つ
い
て
何
も
知
り
得
な
い
。

「
そ
れ
ぞ
れ
女
第
に
洗
練
さ
れ
て
筈
杖
徒
流
死
と
い
う
五
刑
の
盟
系
を
つ
く
り
出
す
に
至
っ
た
も

『
唐
律
疏
議
』
の
「
徒
刑
五
」
篠
に
お
い
て
は
、
徒
刑
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。

徒
は
奴
な
り
。
蓋
し
、

す
。
:
:

之
れ
を
奴
回
帰
す
る
な
り
。

『
周
瞳
』
に
云
う
、

そ
の
奴
、

男
子
罪
隷
に
入
る
。

叉
之
れ
に
任
ず
る
に
事
を
以
て

唐
代
の
徒
刑
に
つ
い
て
具
瞳
的
に
知
ろ
う
と
す
れ
ば
、
『
周
檀
』
か
ら
引
用
さ
れ
た
「
任
之
以
事
」
が
こ
こ
で
ど
う
い
う
事
を
指
す
か
を
律

(

お

)

以
外
の
法
典
で
調
べ
ね
ば
な
ら
な
い
。
徒
刑
概
念
で
は
、
そ
れ
は
特
定
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
流
刑
に
つ
い
て
も
、
『
唐
律
疏
議
』
は
『
向

書
』
に
基
づ
く
抽
象
論
に
終
始
し
、
具
瞳
的
に
は
何
も
語
ら
な
い
。

引
き
績
き
仁
井
田
氏
の
記
述
に
従
っ
て
刑
罰
の
襲
遜
を
追
っ
て
い
く
と
、
宋
代
に
は
「
従
前
の
五
刑
の
流
徒
は
ほ
と
ん
ど
有
名
無
賓
と
な
」

っ
た
と
い
う
(
一
一
四
頁
)
。
そ
の
代
わ
り
に
、
再
び
具
瞳
的
な
刑
名
が
登
場
し
た
。
す
な
わ
ち
、
折
杖
法
に
よ
り
、
従
来
の
筈
か
ら
流
ま
で
の

刑
は
、
「
啓
杖
」
や
「
背
杖
」
に
置
き
換
え
ら
れ
、
そ
の
上
に
更
に
配
隷
と
刺
字
が
加
わ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
経
書
に
基
づ
く
刑
名
の
理
念
か

ら
離
れ
、
行
刑
の
現
賓
の
匂
い
が
す
る
名
稽
で
あ
る
。
次
に
、
明
代
に
閲
し
て
は
「
明
律
の
刑
罰
瞳
系
の
五
刑
は
、
ほ
と
ん
ど
唐
律
の
五
刑
の
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醤
に
復
闘
し
た
」
、
と
い
わ
れ
る
。

要
す
る
に
、
仁
井
田
陸
氏
の
-
記
述
す
る
刑
罰
の
饗
遁
は
、
先
秦
時
代
を
と
り
あ
え
ず
除
く
と
、
秦
漢
時
代
の
具
瞳
的
な
刑
名
が
唐
律
の
理
念

的
な
五
刑
の
瞳
系
に
牧
徴
さ
れ
、
宋
代
に
お
い
て
そ
の
瞳
系
が
も
う
一
度
打
ち
砕
か
れ
た
後
に
、
明
律
に
お
い
て
又
唐
律
の
理
念
的
な
盟
系
に

復
掃
す
る
。
観
暴
に
言
え
ば
、
奮
中
園
の
刑
罰
の
繁
這
は
、
具
瞳
的
な
刑
罰
名
が
五
刑
と
い
う
理
念
瞳
系
に
牧
飲
さ
れ
る
過
程
の
繰
り
返
し
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。



と
こ
ろ
が
、
刑
名
が
五
刑
の
瞳
系
に
牧
徴
さ
れ
た
時
代
に
お
い
て
も
、
何
ら
か
の
形
で
、
具
瞳
的
な
刑
罰
が
執
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
例

え
ば
、
唐
代
に
お
い
て
流
と
徒
の
二
通
り
の
自
由
刑
が
行
わ
れ
た
と
論
じ
て
み
て
も
、
如
何
な
る
刑
罰
が
賓
施
さ
れ
た
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
な

い
?
す
な
わ
ち
、
仁
井
田
氏
の
論
述
は
、
少
な
く
と
も
唐
代
と
明
代
に
閲
す
る
限
り
、
刑
罰
の
襲
濯
で
は
な
く
、
刑
名
の
襲
遜
を
言
う
に
過
ぎ

な
い
。
徒
や
流
と
い
う
刑
名
の
下
で
如
何
な
る
刑
罰
が
寅
際
に
行
わ
れ
た
の
か
は
度
外
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

極
論
で
は
あ
る
が
、
唐
代
と
明
代
に
お
い
て
五
刑
の
瞳
系
が
確
立
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
漢
代
以
来
の
刑
罰
も
し
く
は
宋
元
代
以
来
の
刑
罰
が

そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
た
、
と
い
う
理
論
的
な
可
能
性
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。
叉
逆
に
、
明
代
に
お
い
て
五
刑
と
い
う
刑
名
の
盟
系
へ
の
復
関

が
成
功
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
唐
代
と
同
様
な
刑
罰
が
行
わ
れ
た
と
は
限
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
時
代
に
よ
っ
て
豆
刑
と
い
う
形
で
刑
名
が
き

れ
い
に
纏
め
ら
れ
て
も
刑
罰
に
欄
し
て
は
個
別
的
に
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

事
賞
、
仁
井
田
氏
は
、
宋
代
の
刑
罰
に
闘
す
る
論
述
の
中
で
、
五
刑
が
有
名
無
責
化
し
た
と
し
つ
つ
、

刑
種
を
表
示
し
た
際
、
五
刑
と
「
配
」
と
「
刺
」
と
を
併
記
し
た
。
つ
ま
り
、
五
刑
は
杖
に
折
せ
ら
れ
「
有
名
無
責
」
と
な
っ
た
に
も
拘
ら

五
刑
の
刑
名
と
、
杖
・
配
・
刺
の
刑
罰
が
異
な
っ
た
論
理
で
動
き
、
宋
代
に
お
い
て
入
り
混
じ
っ

『
慶
元
篠
法
事
類
』
に
あ
ら
わ
れ
る

-129ー

ず
、
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
車
に
、

た
た
め
、

五
刑
が
有
名
無
寅
化
し
た
と
見
え
る
の
で
あ
る
。

「配
隷
」
と

「
刺
字
」
を
五
刑
の
下
に
包
揺
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
刑
名
と
刑
罰
の
混
観
は
生
じ
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。
明
代
に
お
い
て
は
充
軍
を
除
い
て
は
刑
名
の
再
整
理
が
行
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
律
に
お
い
て
は
充
軍
や
罰
俸
に
闘
す
る
一
部
の
規
定

宋
代
に
お
い
て
、

を
除
い
て
は
、
諸
々
の
罪
名
に
五
刑
の
刑
名
を
割
り
振
り
、
例
に
お
い
て
具
瞳
的
な
刑
罰
を
規
定
す
る
際
に
も
、

五
刑
の
盟
系
が
貫
か
れ
た
。

の
他
の
罪
名
、

つ
ま
り
寅
際
に
斬
刑
か
絞
刑
の
死
刑
を
貧
施
す
べ
き
罪
名
を
具
鐙
的
に
定
め
た
上
、
そ

つ
ま
り
雑
犯
死
罪
以
下
の
諸
々
の
罪
名
に
関
し
て
は
、
刑
名
に
鷹
じ
て
頭
罪
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
た
。
後
者
は
則
ち
「
五
刑

と
い
う
の
は
、
例
に
お
い
て
は
、
員
犯
死
罪
の
罪
名
、

715 

贈
罪
」
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
様
々
で
あ
る
が
、
罰
役
と
納
顕
を
包
括
す
る
。

筈
・
杖
・
徒
・
流
・
死
の
五
つ
の
刑
名
を
堅
持
し
つ
つ
、
具
瞳
的
な
刑
罰
は
柔
軟
に
規
定
し
う
る
。
同
一
の
刑
名
の
下
に
、
生
命
刑
も
傍
役
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刑
も
財
産
刑
も
加
え
ら
れ
る
。
「
死
」
と
い
う
刑
名
に
一
該
嘗
す
る
犯
罪
の
場
合
、
そ
れ
が
生
命
刑
を
意
味
す
る

(
H員
犯
死
罪
〉

か
、
努
役
刑
が
行
わ
れ
る

(
H雑
犯
死
罪
↓
罰
役
)
か
、
或
は
財
産
刑
に
よ
り
慮
罰
さ
れ
る
〈

H
雑
犯
死
罪
↓
納
贈
)
か
は
、
例
の
規
定
を
見

な
け
れ
ば
剣
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
刑
名
と
刑
罰
と
が
完
全
に
切
り
離
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

明
代
の
こ
う
し
た
仕
組
み
の
主
人
公
は
頬
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
前
に
も
引
用
し
た
明
律
の
御
製
序
に
お
い
て
は
、
員
犯
死
罪
を
除
い
て
、

例
え
ば
、

雑
犯
死
罪
以
下
の
全
て
の
犯
罪
は
、
刑
名
に
臆
じ
て
で
は
あ
る
が
、
摘
胴
罪
篠
例
の
運
用
に
委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

第
二
節

八
重
津
氏
の
購
刑
概
念
と
唐
律
的
刑
罰
史

八
重
津
氏
に
よ
る
蹟
刑
の
概
念
規
定
は
、
唐
律
の
煩
法
に
よ
り
強
く
影
響
さ
れ
た
。

同
氏
は
「
漢
代
贈
刑
考
」
に
お
い
て
、
唐
律
と
比
較
す

る
こ
と
に
よ
り
漢
代
の
腰
刑
制
度
に
劃
す
る
理
解
を
深
め
よ
う
と
努
力
さ
れ
た
。

漢
代
に
お
け
る
一
般
的
適
用
の
原
理
、
即
ち
漢
代
の
照
刑
は
い
か
な
る
場
合
1
|
い
か
な
る
身
分
の
者
に
劃
し
て
あ
る
い
は
い
か
な
る
犯

nu 
q
d
 

t
ム

罪
に
劃
し
て
適
用
さ
れ
た
か
、
と
い
う
問
題
は
い
う
ま
で
も
な
く
私
の
研
究
の
中
心
的
課
題
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

と
氏
は
言
わ
れ
た
。
そ
の
目
標
に
接
近
す
べ
く
、
唐
律
と
の
比
較
が
試
み
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、

唐
律
の
購
刑
制
度
を
一
腰
完
成
さ
れ
た
盟
系
で
あ
る
と
み
な
し
て
、
唐
律
に
お
い
て
贈
刑
が
適
用
さ
れ
る
場
合
が
漢
で
は
ど
の
よ
う
に
取

(
川
品
〉

扱
わ
れ
て
い
た
か
を
比
較
し
て
み
る
。

の
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
氏
は
、
貌
耳
回
南
北
朝
の
贈
刑
制
度
を
分
析
す
る
に
嘗
た
り
、
そ
の
時
代
に
お
け
る
法
の
襲
遁
を
主
と
し
て
唐

律
の
生
成
過
程
と
し
て
解
揮
し
た
。
以
下
に
お
い
て
そ
の
解
揮
を
理
論
的
に
吟
味
し
て
み
る
。

「
貌
律
序
略
」
に
よ
れ
ば
、
規
律
に
死
刑
三
等
、
莞
刑
囚
等
、
完
刑
三
等
、
作
刑
三
等
の
他
に
、
購
刑
十
一
等
、
罰
金
六
等
と
雑
抵
罪
七
等

八
重
津
氏
は
こ
の
照
刑
と
罰
金
を
次
の
よ
う
に
解
調
停
さ
れ
る
。
腰
刑
十
一
等
は
、

(

お

〉

煩
艶
刑
囚
等
、
照
完
刑
・
贋
作
刑
が
各
三
等
で
合
計
十
一
等
」
と
い
う
如
く
、

と
が
あ
る
。

「
死
刑
三
等
を
一
等
に
敢
え
て
臆
死
刑
一
等
、

「
他
の
刑
罰
を
煩
す
る
」
と
見
倣
す
c

そ
の
根
援
と
し
て
は
、



「
音
以
後
の
各
律
に
お
い
て
も
煩
死
刑
は
死
刑
の
等
数
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
す
べ
て
一
等
に
教
え
て
お
り
、

『
購
銅
一
百
二
十
斤
』
と
一
等
に
敷
え
て
い
る
」
こ
と
が
奉
げ
ら
れ
て
い
る
。
罰
金
六
等
は
「
恐
ら
く
漢
律
の
規
定
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い

た
」
と
い
う
。
そ
の
是
非
は
別
と
し
て
、
唐
律
に
無
い
罰
金
は
漢
律
の
影
響
と
し
、
唐
律
に
も
見
ら
れ
る
「
贈
」
の
文
字
は
唐
律
の
牧
慣
に
引

き
附
け
て
解
せ
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
確
か
に
、
音
律
に
死
刑
と
莞
刑
を
購
う
璃
刑
が
出
現
す
る
が
、
構
造
的
に
貌
と
耳
目
の
律
が
か

な
り
異
な
る
こ
と
か
ら
も
、
音
律
を
根
擦
に
競
律
に
も
唐
律
的
な
「
購
刑
」
が
存
在
し
た
と
断
言
で
き
る
ほ
ど
の
理
論
的
必
然
性
は
認
め
難

唐
律
の
場
合
も
絞
斬
と
も
に

し、。け
ら
れ
、

音
律
の
刑
罰
瞳
系
は
、
基
本
的
に
死
刑
、
莞
刑
、
購
罪
と
い
う
三
者
に
区
分
さ
れ
、
暗
闇
罪
の
中
で
更
に
購
刑
五
等
と
雑
抵
罪
罰
金
五
等
に
分

『
唐
六
典
』
の
記
述
に
基
づ
く
が
、
購
刑
と
罰
金
に

且
つ
嬢
刑
に
闘
し
て
は
死
刑
と
莞
刑
を
購
う
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、

「
購
罪
」
と
い
う
穂
稿
が
輿
え
ら
れ
た
た
め
、

「
購
刑
と
罰
金
を
一
種
の
刑
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
感
が
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
。

(

お

)

八
重
津
氏
は
『
太
卒
御
覧
』
の
史
料
を
根
擦
に
、
「
音
律
で
は
〈
莞
刑
の
)
二
歳
刑
を
一
等
減
ず
る
と
罰
金
刑
に
入
る
こ
と
に
な
」

「
音
律
の
刑
罰
は
、
死
刑
|
耐
罪
(
受
刑

)
1罰
金
刑
と
い
う
主
要
な
る
系
列
が
考
え
ら
れ
、
購
刑
は
そ
の
系
列
の
傍
に
副
次
的
な
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そ
こ
で
、

っ
て
お
り
、

位
置
に
お
か
れ
て
い
る
」
、
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
他
、
贈
罪
が
認
め
ら
れ
る
範
圏
を
唐
律
と
比
較
し
て
検
討
さ
れ
る
。

「
官
寄
の
あ
る
も
の
」
、

「
其
年
老
小
、
篤
薙
病
、
女
徒
」
の
場

合
に
慣
が
許
さ
れ
た
の
は
ほ
ぼ
唐
律
と
劃
躍
す
る
。
過
失
殺
傷
罪
に
関
し
て
は

書
」
の
罪
に
「
故
失
罪
の
獲
則
的
な
も
の
」
と
し
て
墳
が
適
用
さ
れ
た
例
を
取
り
あ
げ
る
。
最
後
に
、
唐
律
的
な
贈
刑
と
矛
盾
す
る
『
青
書
』

「
又
令
徒
富
者
稔
財
、
解
日
掃
家
、
:
:
:
」
が
そ

「
購
刑
を
ゆ
る
す
こ
と
も
あ
っ
た
」
と
し
、
又
「
不
承
用
詔

刑
法
志
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
「
臨
時
的
な
律
外
的
な
購
刑
」
と
し
て
片
付
け
る
。

れ
で
あ
る
。

徒
刑
囚
の
う
ち
富
裕
な
も
の
に
贈
を
許
す
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら」

そ
れ
は
唐
律
の
牧

「
法
定
の
特
別
な
事
由
も
な
い

の
に
、

贈
と
は
本
質
的
に
異
な
る
。
八
重
津
氏
は
「
配
績
を
累
ね
て

い
る
(
犯
罪
人
に
劃
し
て
〉
そ
の
功
績
に
報
ゆ
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
情
肢
を
考

恵
し
て
天
子
が
特
に
粛
す
る
こ
と
を
許
し
た
例
」
に
引
き
附
け
て
、
そ
れ
を
解
調
停
す
る
が
、
天
子
が
特
に
慣
を
許
し
た
諸
例
を
以
っ
て
奏
聞
に

717 
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あ
ら
わ
れ
る
「
努
役
の
悪
弊
」
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
は
無
理
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
犠
財
が
か
な
り
康
範
に
認
め
ら
れ
た
こ
と

と
解
調
停
す
る
方
が
素
直
で
は
な
い
か
と
思
う。

南
朝
は
ほ
ぼ
亙
自
律
を
踏
襲
し
た
。

--J
-、

ナ
'
チ
'

梁
律
に
お
い
て
は
死
刑
二
等、

耐
罪
四
等
、

照
罪
(
煩
刑
五
等
・
罰
金
五
等
)
と
い
う
韓
系
の
中

八
重
津
氏
は
そ
の

「牧
履
」
を
「
膿

刑
」
と
匿
別
し
、
耐
罪
に
附
加
さ
れ
る
財
産
刑
、
つ
ま
り
一
つ
の
附
加
刑
と
し
て
解
さ
れ
る
。
そ
れ
で
、
音
律
と
同
様
に
、
「
刑
罰
瞳
系
は
、

死
刑
|
|
耐
罪
l
l
l
(
罰
金
刑
〉
を
そ
の
中
心
的
系
列
と
し
て
お
り
、
そ
の
傍
に
贈
刑
が
存
在
」
す
る
と
い
う
見
方
を
堅
持
す
る
こ
と
が
で
き

で
、
既
に
「
照
刑
」
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
に
、

耐
罪
の
下
に
更
に

「牧
煩
」
の
規
定
が
加
わ
っ
た
。

る
。
一
こ
こ
で
、
留
意
し
た
い
の
は
、
贈
刑
を
傍
系
に
落
と
し
た
の
み
な
ら
ず
、
罰
金
刑
を
も
括
弧
附
き
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
主
い
う
の
は
、

音
律
と
梁
律
に
は
、
照
刑
と
罰
金
刑
と
が
濁
立
し
た
刑
罰
と
し
て
の
地
位
を
輿
え
ら
れ
て
い
る
の
に
、

そ
れ
を
傍
系
な
ど
と
考
え
る
こ
と
に
よ

り
、
段
階
的
に
唐
律
に
近
い
盟
系
に
組
み
替
え
る
一
意
園
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
括
弧
附
き
の
罰
金
刑
を
も
除
け
ば
、
梁
律
の

(

初

出

)

刑
罰
燈
系
は
死
刑
と
耐
罪
と
で
あ
り
、
耐
罪
に
閲
し
て
仁
井
田
氏
の
い
う
よ
う
に
「
流
と
徒
と
が
名
稽
上
も
分
化
」
す
る
こ
と
が
加
わ
り
、
杖

答
罪
の
起
源
に
闘
す
る
説
明
を
加
え
れ
ば
、
唐
律
の
五
刑
の
瞳
系
が
出
来
上
が
る
。
確
か
に
、

五
刑
と
い
う
刑
名
の
由
来
を
説
明
す
る
に
は
そ
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れ
で
十
分
で
あ
ろ
う
が
、
噴
刑
と
罰
金
刑
に
闘
し
て
は
そ
う
し
た
唐
律
的
考
え
方
は
そ
の
解
明
を
む
し
ろ
妨
げ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

南
朝
の
最
後
の
王
朝
で
あ
る
陳
に
閲
し
て
は
、
ほ
ぼ
梁
律
に
従
っ
た
が
、
官
嘗
制
度
が
出
現
し
、
「
官
嘗
制
度
の
な
か
に
購
刑
が
利
用
さ
れ
」

た
こ
と
が
大
き
な
特
色
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

次
に
、
北
朝
に
目
を
轄
じ
る
。

早
く
後
貌
の
律
(
一
柳
原
律
〉
に
お
い
て
、

「流
刑
が
新
た
に
加
わ
り
、

ま
た
鞭
刑
杖
刑
な
ど
の
身
瞳
刑
が
主

要
な
る
刑
罰
と
し
て
準
出
し
」
、
更
に
、
「
罰
金
刑
が
姿
を
治
し
て

L
ま
い
」
、
そ
こ
で
、
ほ
と
ん
ど
唐
律
の
五
刑
瞳
系
が
成
立
し
た
こ
と
に
な

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
刑
名
が
整
備
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
以
外
に
、
八
重
津
氏
が
引
用
す
る
『
親
書
』
刑
罰
志
に
は
刑
罰
と
殖
に
闘
す

る
貴
重
な
記
事
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

首
刑
者
調
、
貧
則
加
鞭
二一
百
、
畿
内
民
富
者
、
妙
炭
於
山
、
貧
者
役
於
圏
、鋼
、
女
子
入
春
葉
、
其
固
疾
不
蓮
子
人
、
守
苑
園
。



し
た
上
で
、

八
重
津
氏
は
「
『
嘗
刑
者
殿
、
貧
則
加
鞭
二
百
』
と
い
う
極
く
簡
単
な
記
述
し
か
残
っ
て
い
な
い
」
と

「
嘗
刑
者
と
は
『
徒
刑
に
あ
た
る
者
』
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
慶
く
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
る
者
と
擦
大
し
て
讃
む
必
要
は
な
い
」

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
闘
し
て
は
、

と
あ
っ
さ
り
片
づ
け
て
し
ま
わ
れ
る
。
刑
を
「
徒
刑
」
に
限
定
し
て
讃
む
必
要
も
無
か
ろ
う
が
、
恒
に
八
重
津
氏
の
読
に
従
っ
て
徒
刑
と
解
す

る
に
し
て
も
、
犯
罪
人
の
身
分
或
は
行
刑
能
力
な
ど
を
間
わ
ず
、
無
篠
件
に
「
嘗
(
徒
)
刑
者
」
に
贈
罪
が
許
さ
れ
た
事
賓
を
こ
の
史
料
は
語

る
。
そ
の
こ
と
に
閲
し
て
、

「
贈
刑
制
度
」
と
題
す
る
論
文
は
な
ぜ
沈
黙
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
も
、
唐
律
の
五
刑
に
き
れ
い
に
牧
ま
ら

な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
の
み
な
ら
ず
、

こ
の
記
事
を
「
加
鞭
二
百
」
で
匡
切
っ
て
讃
む
こ
と
も
安
蛍
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
以
下
に
お
い
て
、
様
々

そ
れ
ら
の
傍
役
も
贈
の
規
定
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
貧
は
、
筆
者
は
こ
の
史
料
が
明
代
の
多
く
の
贈
例
に
あ
ま
り
に
も
類
似
し
た
こ
と
に
大
い
に
驚
い
た
。
確
か
に
、
後
貌
に
闘
す
る

な
傍
役
に
言
及
さ
れ
る
が
、

「
富
者
」
と
「
貧
者
」
と
に
分
け
て
-
記
述
す
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、

史
料
を
安
易
に
明
代
に
引
き
つ
け
て
解
得
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
唐
律
の
刑
罰
に
ぴ
っ
た
り
し
な
い
こ
の
史
料
を
改
め
て
考
察
す
る
必
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要
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。

北
斉
の
律
(
河
清
律
)
に
お
い
て
「
は
じ
め
て
死
刑
|
流
刑
|
刑
罪
l
鞭
刑
杖
刑
と
い
う
主
要
な
系
列
が
完
成
し
、

も
五
刑
に
合
致
し
て
、
古
典
の
五
刑
の
観
念
が
貫
際
の
制
度
の
上
に
定
着
し
」
た
の
み
な
ら
ず
、
「
贈
刑
は
完
全
に
五
刑
の
系
列
の
外
側
に
出

て
贈
刑
本
来
の
位
置
を
占
め
る
に
い
た
っ
て
い
る
」
。
「
本
来
の
位
置
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
唐
律
の
姿
を
指
す
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

贈
刑
は
、
死
刑
を
瞬
間
う
に
幾
ら
、
流
刑
を
購
う
に
幾
ら
と
い
う
如
く
、
五
刑
の
刑
名
に
そ
れ
ぞ
れ
贈
刑
額
が
振
り
分
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
頭

決
に

数
字
の
上
で

刑
が
適
用
さ
れ
る
範
固
に
闘
し
で
も
、
唐
律
と
内
容
的
な
一
致
を
示
す
史
料
が
奉
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

が
そ
れ
で
あ
る
。

合
療
者
、
謂
流
内
官
、
及
品
酎
秩
比
親
、
老
小
関
療
、
並
過
失
之
属
。

か
く
し
て
、
唐
律
の
理
念
と
完
全
に
一
致
し
た
贈
刑
制
度
が
我
々
の
眼
前
に
現
れ
る
が
、

(
惰
書
刑
法
志
)

そ
れ
が
「
照
刑
本
来
の
」
姿
で
あ

719 

る
か
否
か
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
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最
後
に
北
周
の
制
度
は
ほ
ぼ
北
粛
と
同
様
で
あ
る
。
晴
朗
刑
の
額
が
金
で
表
示
さ
れ
絹
で
納
入
さ
れ
た
と
か
い
っ
た
技
術
的
な
問
題
に
閲
し
て

些
細
な
遣
い
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

組
括
に
お
い
て

「
晴
朗
刑
と
は
:
:
:
刑
罰
瞳
系
の
な
か
で
は
『
五
刑
』
の
よ
う
な
中
心
的
な
刑
罰
の
外
側
に
位
置
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、

そ
の
よ
う
な
贈
刑
の
典
型
を
唐
律
に
お
け
る
蹟
刑
制
度
に
見
出
し
た
」
と
締
め
括
ら
れ
る
。
し
か
し
、
著
者
も
認
め
る
よ
う
に
、

沼
田
お
よ
び
南
朝
の
膿
刑
制
度
に
は
少
々
問
題
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
」
。

そ
の
問
題
と
一は

五
刑
が
確
立
し
て
い
な
い
こ
と

「親

お
よ
び
購
刑
が
全

く
濁
立
し
た
位
置
に
あ
っ
た
貼
で
あ
る
。

第
三
節

唐
律
的
刑
罰
史
の
限
界

八
重
津
氏
の
贈
刑
概
念
は
明
ら
か
に
唐
律
を
中
心
と
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
唐
律
に
お
い
て
贈
刑
が
占
め
る
位
置
が
と
り

も
な
お
さ
ず
「
本
来
の
位
置
」
と
見
倣
さ
れ
る
。
し
か
し
、
購
刑
に
限
ら
ず
、
刑
罰
全
般
に
わ
た
り
唐
律
的
な
刑
罰
概
念
に
は
二
つ
の
大
き
な

こ
の
よ
う
に
、
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限
界
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
に
、
唐
代
に
お
け
る
刑
罰
が
そ
れ
に
よ
っ
て
的
確
に
描
出
さ
れ
た
と
し
て
も
、
唐
律
の
理
念
的
に
洗
練

さ
れ
た
鐙
系
が
成
立
す
る
以
前
お
よ
び
、

そ
の
盟
系
が
崩
壊
し
た
後
に
お
け
る
刑
罰
は
捉
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
次
に
、
唐
律
的
な
理
念
は
必
ず

し
も
唐
代
の
刑
罰
の
現
寅
を
語
る
と
は
限
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、

「
唐
律
の
五
刑
の
蓄
に
復
鯖
し
た
」
と
さ
れ
る
明
律
の
刑
罰
韓
系
に
つ
い

て
も
、

五
刑
の
理
念
だ
け
で
は
そ
れ
を
解
明
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。

第

一
項

唐
律
的
刑
罰
の
「
動
揺
」

五
代
か
ら
宋
代
に
か
け
て
、
中
園
の
社
舎
に
大
き
な
端
変
化
が
生
じ
た
。
「
中
世
的
な
大
家
族
が
唐
頃
か
ら
再
び
分

(

お

)

裂
し
て
小
家
族
と
な
る
傾
向
が
起
こ
り
、
宋
代
に
な
る
と
近
世
的
な
個
人
主
義
が
勃
興
し
て
き
た
」
。
の
み
な
ら
ず
、
様
々
な
経
済
活
動
が
活

宮
崎
市
定
氏
に
よ
れ
ば
、

設
に
な
り
、
官
僚
機
構
も
前
代
と
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
複
雑
化
し
た
。
そ
の
新
し
い
現
寅
に
は
、
筈
・
杖
・
徒
・
流
・
死
と
い
う
五
刑
の
理



念
に
纏
め
ら
れ
る
唐
律
(
お
よ
び
宋
刑
統
〉
の
刑
罰
瞳
系
で
は
到
底
間
に
合
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

「
唐
末
か
ら
五
代
の
混
凱
期
に
お
い
て
、
軍
閥
政
府
は
祉
曾
的
な
犯
罪
、
強
盗
購
盗
は
言
う
に
及
ば
ず
、
専
貰
ロ
聞
の
密
貰
買
な
ど
の
経
済
犯

に
封
し
て
も
、
容
赦
な
い
重
罰
を
穀
で
規
定
し
た
」
(
一
一
四
五
頁
)
。
そ
れ
ら
は
律
外
の
刑
罰
で
あ
り
、
且
つ
「
恐
る
べ
き
峻
法
」
で
あ
っ
た
。

五
代
の
刑
罰
を
「
受
け
縫
い
だ
宋
の
太
租
は
、
従
来
の
重
過
ぎ
る
刑
法
を
一
奉
に
軽
く
す
る
必
要
を
感
じ
た
」
。

そ
こ
で
、

流
罪
以
下
を
杖
罪

に
讃
み
替
え
る
「
折
杖
法
」
と
、

「
移
し
い
数
に
上
っ
た
」
死
刑
を
代
替
す
る
配
流
と
い
う
新
し
い
刑
罰
が
制
定
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
、
混
組

期
に
生
じ
た
峻
法
を
修
正
す
る
も
の
の
、

や
は
り
律
外
的
な
刑
罰
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

一
方
、
膨
張
し
た
官
僚
機
構
に
お
い
て
は
、
内
部
の
紀
律
が
前
代
よ
り
切
貫
な
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
紀
律
を
保
つ
ベ
く
、
官

員
の
違
法
行
震
を
封
象
と
し
た
刑
罰
が
案
出
さ
れ
た
。
刑
罰
と
い
う
よ
り
も
、
官
僚
機
構
に
お
け
る
職
務
遂
行
に
支
障
を
来
た
さ
ず
慮
罰
を
可

能
に
す
る
特
別
な
慮
分
が
生
成
し
た
。
例
え
ば
、
唐
代
中
葉
以
降
数
多
く
出
現
す
る
罰
俸
、
宋
代
に
お
い
て
頻
繁
に
見
ら
れ
る
罰
銅
な
ど
が
そ

の
様
々
な
慮
罰
、

「
(
律
に
規
定
さ
れ
た
購
銅
と
は
〉
次
元
の
遣
う
性
格
を
有
し
て
」

(
中
略
)
例
え
ば
展
磨
勤
、
衝
替
、

お
り
、

「
宋
代
に
出
現
し
た
、
官
員
へ
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れ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
慮
分
は

差
替
そ
し
て
動
停
な
ど
宋
代
特
有
の
行
政
慮
分
と
組
合
さ
れ
、
多
種
多
様
な
現
貧
に
き

(

却

)

め
こ
ま
か
く
適
用
し
つ
つ
官
員
懲
戒
の
た
め
の
重
要
な
役
割
を
縫
っ
た
」
と
言
え
る
。

〈

必

)

こ
れ
ら
の
慮
分
も
、

律
外
的
な
昆
分
に
ほ
か
な
ら
な

さ
て
、
多
方
面
に
わ
た
り
律
外
的
刑
罰
も
し
く
は
慮
分
が
生
じ
た
こ
と
を
如
何
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
宮
崎
市
定
氏
は
「
律
の
刑
罰

(

必

)

盟
系
を
根
本
か
ら
動
揺
せ
し
め
た
」

と
断
言
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

「
動
揺
」
と
言
え
ば
、
そ
れ
が
治
ま
っ
た
先
に
、
従
来
の
刑
罰
盟
系
が
再

び
確
立
さ
れ
る
可
能
性
が
残
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

五
代
か
ら
宋
代
を
経
て
元
代
に
か
け
て
、
中
園
社
舎
が
多
く
の
出
変
革
を
経
験
し
イ
ビ
ツ
な

刑
罰
盟
系
が
生
じ
た
が
、
刑
罰
史
に
お
け
る
こ
う
し
た
混
凱
期
が
牧
東
す
る
に
つ
れ
て
刑
罰
鐙
系
は
や
は
り
ホ
ン
ラ
イ
の
姿
に
復
掃
し
た
、
と

721 

い
う
解
穫
が
可
能
で
あ
る
。
仁
井
田
氏
は
お
お
む
ね
そ
う
理
解
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(

必

〉

五
刑
の
蓄
に
復
蹄
し
た
」
と
い
う
如
く
、
明
代
の
刑
罰
韓
系
に
闘
す
る
論
述
が
開
始
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
見
れ
ば
、
宮
崎
氏
の
「
唐
律

「
明
律
の
刑
罰
瞳
系
の
五
刑
は
、

ほ
と
ん
ど
唐
律
の
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動
揺
設
」
と
仁
井
田
氏
の
「
唐
律
復
開
設
」
は
理
論
的
に
は
一
意
外
に
接
近
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
宮
崎
氏
は
唐
律
へ
の
復
婦
と
い
う
理
解
に
は
賛
同
さ
れ
ま
い
。

五
代
か
ら
元
代
に
至
る
ま
で
の
聞
に
生
成
し
た
律
外
的
刑
罰
を

抜
き
に
し
て
は
現
代
の
刑
罰
鰻
系
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
殊
に
、
充
軍
お
よ
び
康
範
な
贈
罪
は
唐
律
的
な
刑
罰
と
は
矛

盾
す
る
が
、
明
代
に
お
い
て
は
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
、
直
接
に
明
律
に
お
い
て
定
め
ら
れ
、
つ
ま
り
、

唐
律
的
な
覗
離
か
ら
す
れ
ば
、
律
外
的
な
刑
罰
が
明
律
に
編
み
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
源
泉
を
辿
れ
ば
、
宋
代
の
配
流
お
よ
び
罰
銅
ま
で

(

刊

日

)

遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
項

理

念

と

現

貫

宋
お
よ
び
遼
・
金
・
元
代
を
抜
き
に
し
て
、
唐
代
と
明
代
の
律
を
横
に
並
べ
、

常
識
的
に
考
え
れ

し
か
し
、
「
現
買
の
必
要
に
よ
っ
て
生
じ
た
新
し
い
制
度
と
、
俸
統
的
な
古
い
制
度
が
重
複
す
る
場
合
、

唐
律
へ
の
復
措
聞
を
主
張
す
る
こ
と
は
、

(
中
略
)
横
な
ら
び
を
縦
に
繁
え
た
り
、

(

川

崎

)

(
奮
中
園
的
な
考
え
方
〉
」
は
そ
う
し
た
主
張
を
容
易
に
す
る
。
と
い
う
の
は
、
明
律
の
表
面
か
ら
す
れ
ば
、
確
か
に

あ
る
い
は
適
用
範
園
を
ず
ら
し
た
り
し
つ
つ
、

南
立
整
合
を
練
け
、
結
局
は
一
本
化
に
持
っ
て
ゆ
く
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ば
、
も
と
も
と
無
理
な
事
柄
で
あ
る
。

「
罰
俸
」

や

「
充
軍
」

と
い
う
新
し
い
語
実
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、

る
。
明
代
の
購
法
も
、
複
雑
な
現
貧
へ
の
遁
慮
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

あ
く
ま
で
も
唐
律
的
な
五
刑
の
理
念
が
明
律
の
刑
名
檀
系
の
中
橿
を
な
す
仕
組
み
と
な

っ
て
い

五
刑
の
刑
名
に
雁
じ
て
贈
罪
を
規
定
す
る
。
そ
の
意
味
で
、

理
念
的
な
次

元
に
お
い
て
は
、
仁
井
田
陸
氏
の
唐
律
復
開
設
も
一
腰
安
嘗
な
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

に
唐
律
の
理
念
に
牧
ま
っ
た
、

そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
宮
崎
氏
の
如
く
、
五
代
以
降
吐
舎
現
貧
が
大
き
く
端
炭
化
し
た
こ
と
を
強
調
す
れ
ば
、
そ
れ
以
前
の
祉
曾
現
貫
が
き
れ
い

と
い
う
見
方
が
生
じ
か
ね
な
い
。
す
な
わ
ち
、
唐
代
に
お
い
て
五
刑
は
主
要
な
刑
罰
盟
系
で
あ
り
、
且
つ
現
に

五
刑
の
狭
い
枠
で
は
五
代
以
降
の
複
雑
な
端
変
化
に
樹
贋
で
き
な
い
か
ら
律
外
的
な
刑
罰
(
つ
ま
り
五
刑
以
外
の
刑

罰
〉
が
生
れ
た
、
と
い
う
理
解
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
、
理
念
と
現
賓
の
閥
係
を
考
え
つ
つ
、
何
時
か
ら
唐
律
の

そ
の
ま
ま
執
行
さ
れ
た
が
、



刑
罰
瞳
系
が
動
揺
し
始
め
た
か
を
問
う
て
み
よ
う
。

律
外
的
な
刑
罰
を
定
め
た
と
い
う
形
で
、
宋
代
に
は
敷
が
律
を
動
揺
せ
し
め
る
原
因
と
な
っ
た
。
従
っ
て
、
宋
代
の
敷
の
起
源
を
遡
っ
て
み

れ
ば
、
唐
律
の
動
揺
の
開
始
時
貼
を
突
き
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
梅
原
郁
氏
に
よ
れ
ば
、
「
(
『
開
成
格
』
〉
は
、
そ
れ
ま
で
の

(

日

制

)

格
と
遣
い
、
刑
法
専
門
、
つ
ま
り
ク
律
ク
的
な
色
彩
の
強
い
格
敷
で
あ
る
こ
と
(
中
略
)
が
い
か
に
も
格
式
か
ら
編
敷
へ
の
過
度
的
な
委
を
持
」

つ
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
「
刑
法
格
」
は
、
律
と
競
合
す
る
刑
法
典
が
制
定
さ
れ
、
法
適
用
の
現
場
に
お
け
る
律
の
中
心
的
役
割
を
奪
っ
た
と
い

う
意
味
に
お
い
て
、
宮
崎
氏
が
描
い
た
宋
代
の
敷
と
同
質
で
あ
り
、
そ
の
前
身
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
る
。

る

こ
の
開
成
格
を
敷
の
前
身
と
見
倣
せ
ば
、
宮
崎
氏
の
唐
律
動
揺
読
を
唐
代
の
開
成
年
間
、

そ
の
動
揺
設
が
仁
井
田
氏
の
復
開
設
と
表
裏
を
な
す
危
険
は
獲
わ
ら
な
い
。 つ

ま
り
九
世
紀
前
半
ま
で
遡
ら
せ
る
こ
と
が
で
き

そ
れ
で
も
、

ー寸

/¥ 
世
紀
な
ヵ、

おは
よの
そ安
縁史
遠の
い簡L
現(を
寅必劃
L '-'期
がと
出し
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て
、
唐
王
朝
の
政
治
力
は
急
速
に
低
下
し
(
中
略
)
、
唐
初
に
成
立
し
た
律
令
と
そ
の
理
念
に
基
づ
く
政
治
と
は
、

現
し
た
と
い
う
表
現
に
そ
う
し
た
傾
斜
が
見
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
敷
(
も
し
く
は
刑
法
格
)
と
唐
律
の
理
論
的
関
係
を
考
え
る
必
要
を
感
じ
る
。
敷
に
よ
っ
て
律
が
そ
の
地
位
を
奪
わ
れ
た
と
表
面

(

円

引

)

的
に
見
え
る
が
、
教
に
よ
っ
て
「
律
が
本
来
の
機
能
を
喪
失
し
た
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
」
。

「
『
数
』
に
は
(
中
略
〉

『
唐
律
』
に
巌
然

と
し
て
存
在
し
た
理
念
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
構
成
、
抽
象
化
と
い
っ
た
方
向
は
極
め
て
希
薄
で
あ
り
、
場
合
網
羅
的
な
、
雑
然
と
し
た
罰
則

の
集
合
瞳
と
い
う
雰
圏
気
が
濃
厚
で
あ
る
。
(
中
略
)
『
敷
』
は
、
な
る
ほ
ど
唐
の
『
律
』
と
同
じ
罰
則
規
定
で
は
あ
る
が
、
そ
の
主
置
は
、

(

必

〉

(

川

目

)

行
政
と
か
か
わ
る
慮
罰
で
あ
り
」
、
「
劃
象
が
遣
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
。

劃
象
の
遣
い
は
行
政
と
刑
事
と
に
限
定
さ
れ
な
い
。

象
が
遭
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
現
買
と
理
念
に
お
い
て
前
者
を
優
先
さ
せ
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
あ
え
て
い
え
ば
、
封

『律
』
|
|
俸
統
的
な
中
園
の
本
質
に
根
ざ
す
刑
法
瞳
系
ー
ー
は
『
刑
統
』
と
名
を
獲
え
て
も
依
然
と
し
て
健

在
で
あ
り
、

五
刑
の
盟
系
は
配
隷
や
折
杖
に
よ
み
か
え
ら
れ
て
も
、
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刑
法
の
韓
系
で
あ
り

(
中
略
)
現
賓
の
祉
舎
と
そ
れ
に
劉
躍
す
る
行
政
は
、

決
し
て
本
質
を
失
つ
て
は
い
な
い
」
。
換
言
す
れ
ば
、
「
律
は
俸
統
的
な

(

印

)

(
そ
の
)
範
曙
を
這
に
超
え
て
し
ま
っ
て
い
る
」
。
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現
賓
の
め
ま
ぐ
る
し
い
繁
化
に
追
わ
れ
て

い
る
行
政
と
理
念
的
な
刑
法
瞳
系
と
が
針
置
さ
れ
る
が
、

そ
こ
に
は
二
つ
の
理
論
的
に
異
な
っ
た

劃
立
軸
が
混
濁
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

え
ば
、
行
政
の
出
演
化
、

「
現
貨
と
理
念
」
、
「
行
政
と
刑
法
」
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
先
ず
後
者
に
つ
い
て
言

つ
ま
り
唐
代
後
半
に
お
け
る
中
央
集
権
の
萎
縮
と
地
方
政
権
の
濁
立
傾
向
、
お
よ
び
宋
代
に
お
け
る
行
政
機
構
の
空
前

す
な
わ
ち
、

の
設
展
こ
そ
、
梅
原
氏
が
「
唐
宋
時
代
の
法
典
編
纂
」
に
お
い
て
追
跡
さ
れ
た
活
濯
な
法
典
編
纂
活
動
の
原
動
力
で
あ
る
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る

出
礎
化
は
亦
た
宮
崎
氏
が
指
摘
し
た
宋
代
に
お
け
る
祉
舎
幾
動
と
も
お
お
む
ね
封
躍
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、

そ
の
行
政
を
刑
法
と
の
封

比
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
が
誤
解
を
招
く
。
と
い
う
の
は
、
刑
法
の
適
用
か
ら
行
刑
に
至
る
ま
で
、
例
え
ば
徒
刑
囚
の
移
送
・
強
制
努
働
の
管

理
な
ど
は
統
治
機
構
の
職
務
で
あ
る
。
司
法
と
行
政
の
分
離
が
宋
代
に
芽
生
え
た
と
し
て
も
、
雨
者
は
皇
一
帝
を
頂
黙
と
し
て
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
化

(

日

)

さ
れ
た
同
一
の
統
治
機
構
の
部
門
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

理
念
と
現
賓
の
針
立
軸
が
法
典
の
本
質
に
閲
し
て
極
め
て
示
唆
的
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
律
が
高
度
に
理
念
的
な
刑
法
瞳
系
だ

と
す
れ
ば
、
刑
法
格
が
出
現
す
る
以
前
に
も
律
の
性
質
に
愛
わ
り
は
な
い
筈
で
あ
る
。
唐
代
に
頻
り
に
法
典
編
纂
が
行
わ
れ
た
が
、
武
徳
七
年

の
「
武
徳
律
令
」
を
除
い
て
は
、
常
に
格
の
編
纂
を
伴
う
。
つ
ま
り
、
唐
初
か
ら
法
典
編
纂
は
格
を
依
か
せ
な
か
っ
た
。
法
典
の
「
編
纂
剛
定

(

臼

〉

の
中
心
は
『
格
』
に
あ
っ
た
」
と
い
う
の
が
梅
原
郁
氏
の
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
と
裏
腹
に
、
律
に
は
ほ
と
ん
ど
手
が

着
け
ら
れ
な
い
。
同
氏
に
よ
れ
ば
、
律
の
編
纂
は
「
内
容
の
本
質
か
ら
い
う
と
、
貞
観
と
永
徽
を
一
つ
に
考
え
て
、

と
こ
ろ
が
、
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一
回
に
す
ぎ
」
な
い
と
い

う
。
そ
れ
も
、
南
北
朝
を
通
じ
て
推
鼓
を
重
ね
て
き
た
だ
け
に
、
律
は
「
そ
う
簡
単
に
改
め
る
こ
と
が
で
き
ぬ
性
格
を
持
」
ち
、
そ
の
編
纂
は

晴
の
苛
酷
な
罪
名
を
軽
減
す
る
と
い
う
い
わ
ば
徽
修
正
に
終
始
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
律
は
唐
初
か
ら
高
度
に
理
念
的
な
性
格
を
有
し
、
編
纂
過
程
に
お
い
て
現
賀
社
舎
の
需
要
に
麿
じ
て
適
宜
に
制
定
し
う
る
も
の

で
は
な
い
。
祉
曾
的
現
貨
が
律
の
諸
理
念
か
ら
大
き
く
需
離
し
な
い
時
代
に
お
い
て
も
、
律
の
理
念
瞳
系
は
、
そ
れ
を
具
瞳
的
に
敷
街
す
る
法

典
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
は
唐
代
に
お
い
て
主
と
し
て
「
格
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
格
は
、
社
舎
の
蟹
化
に
鷹
じ
て
襲
容
し
或
は
「
敷
」
な
ど

の
他
の
法
典
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
に
せ
よ
、
律
の
制
定
時
貼
か
ら
そ
れ
が
不
可
依
で
あ
る
。



要
す
る
に
、
律
の
動
揺
を
想
定
す
れ
ば
そ
れ
は
貫
に
律
の
制
定
に
始
ま
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
動
揺
と
い
う
よ
り
も
、
性
質
の
異
な
っ
た

法
典
の
機
能
的
棲
み
分
け
と
い
っ
た
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
律
の
刑
名
は
、
刑
罰
を
規
定
す
る
他
の
法
典
を
必
要
と
し
、
そ
の
法
典
に
お
い
て

新
し
い
刑
罰
が
生
じ
て
も
、
律
の
刑
名
が
動
揺
す
る
と
は
短
絡
で
き
な
い
。

第
四
節

明
代
贈
法
の
住
組
み

明
代
の
刑
罰
を
眺
め
れ
ば
、
そ
れ
は
煩
雑
を
極
め
る
。
先
ず
死
刑
が
あ
る
。
死
刑
は
凌
遅
慮
死
、
斬
、
絞
と
い
う
三
種
に
分
け
ら
れ
、
更
に

「
決
無
待
時
」
と
「
秋
後
慮
決
」
と
が
匿
別
さ
れ
る
。
そ
の
次
に
、
充
軍
と
い
う
刑
罰
が
あ
る
。
そ
れ
も
、
本
人
に
限
ら
れ
る

「終
身
」
と
子

孫
代
々
に
及
ぶ
「
永
遠
」
と
い
う
匡
別
を
生
じ
、
且
つ
震
充
さ
れ
る
衛
所
を
「
附
近
」
、
「
謹
衛
」
、
「
極
襲
」
、
「
煙
療
」
、

(

臼

)

海
」
、
「
口
外
」
に
細
か
く
分
類
す
る
制
度
を
護
達
さ
せ
た
。
以
上
は
特
に
重
大
な
犯
罪
に
科
さ
れ
る
刑
罰
で
あ
る
。

役
(
修
造
・
屯
種
・
煎
堕
・
妙
俄
・
工
役
・
代
農
民
力
役
・
運
航
・
運
米
等
)
、

「
遁
遠
」
、

沿

そ
の
他
に
、

諸
々
の
罰
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罰
役
か
ら
護
達
し
た
諸
々
の
財
産
刑
(
蓬
磁
・
運
米
等
)
と
的
決
(
杖
と

答
)
が
奉
げ
ら
れ
る
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
罰
俸
や
籍
設
等
も
あ
る
。

要
す
る
に
、
明
代
に
は
刑
罰
の
種
類
が
甚
だ
多
い
。
に
も
拘
ら
ず
、
仁
井
田
氏
に
よ
れ
ば
、
明
律
の
刑
罰
盟
系
は
ほ
と
ん
ど
唐
律
の
五
刑
の

蓄
に
復
鯖
し
た
、
と
い
わ
れ
る
。
多
分
に
宋
元
時
代
の
刑
罰
の
流
れ
を
汲
む
無
数
の
刑
罰
を
五
刑
と
い
う
理
念
盟
系
に
枚
数
さ
せ
る
こ
と
に
明

そ
れ
は
刑
罰
瞳
系
を
唐
律
の
蓄
に
復
関
さ
せ
た
の
で
は
な
く
、
刑
名
の
み
五
刑
に
復
蹄
さ
せ
た
。
し
か

律
が
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

も
、
既
に
明
律
に
お
レ
て
刑
名
と
刑
罰
を
調
整
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
用
意
さ
れ
た
。

充
軍
や
罰
俸
な
ど
を
除
け
ば
、
明
律
に
お
い
て
諸
々
の
罪
名
に
五
刑
が
割
り
附
け
ら
れ
る
。

諸
々
の
犯
罪
行
魚
に
、

つ
ま
り
、
唐
律
と
同
様
に
、
律
に
規
定
さ
れ
る

そ
れ
ぞ
れ
筈
若
干
・
杖
若
干
・
徒
何
年
・
流
何
里
・
死
(
絞
・
斬
〉
の
刑
名
が
科
せ
ら
れ
る
。

じ
て
具
瞳
的
な
刑
罰
が
決
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
た
め
に
「
員
犯
」
と
「
雑
犯
」
と
い
う
概
念
が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
e

こ
の
五
刑
の
刑
名
に
雁
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「
員
犯
」
と
い
う
概
念
は
明
代
に
お
い
て
は
『
諸
司
職
掌
』
に
始
ま
る
。
洪
武
二
十
六
年
に
諸
司
職
掌
に
お
い
て
始
め
て
「
員
犯
死
罪
」
と
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「
雑
犯
死
罪
」
が
定
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
律
と
大
詰
に
お
い
て
死
の
刑
名
に
相
嘗
す
る
と
規
定
さ
れ
た
罪
名
の
中
で
、
現
に
斬
か
粧
の
死
刑

を
科
さ
れ
る
べ
き
罪
名
と
そ
の
他
の
刑
罰
に
よ
り
慮
理
す
べ
き
罪
名
を
そ
れ
ぞ
れ
指
定
す
る
篠
文
で
あ
る
。
前
者
の
罪
名
は
す
な
わ
ち
虞
犯
死

罪
で
あ
り
、
後
者
は
雑
犯
死
罪
で
あ
る
。
こ
の
概
念
匿
別
に
よ
り
、
最
終
的
に
死
刑
と
い
う
刑
罰
を
科
さ
れ
る
べ
き
罪
名
が
決
定
さ
れ
る
。

諸
司
職
掌
の
段
階
で
は
、
そ
の
仕
組
み
は
ま
だ
例
の
規
定
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
洪
武
三
十
年
に
明
律
を
公
布
施
行
し
た
際
に
、
太
一
組
は

そ
れ
を
御
製
序
に
取
り
入
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

雑
犯
死
罪
弁
徒
流
遁
徒
筈
杖
等
刑
、
悉
照
今
定
晴
朗
罪
篠
例
科
断
。

が
そ
れ
で
あ
る
。
諸
司
職
掌
の
よ
う
に
、
員
犯
死
罪
と
雑
犯
死
罪
に
相
嘗
す
る
罪
名
を
列
記
は
し
な
い
が
、

し
、
前
者
に
つ
い
て
の
み
死
刑
を
科
す
と
い
う
仕
組
み
は
、
諸
司
職
掌
の
そ
れ
で
あ
る
。

員
犯
死
罪
と
雑
犯
死
罪
を
区
別

だ
存
在
せ
ず
、
車
に
「
拘
役
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。

御
製
序
で
は
、
雑
犯
死
罪
以
下
の
刑
名
に
劃
す
る
刑
罰
は
お
し
な
べ
て
「
贈
罪
」
と
規
定
さ
れ
た
。
こ
の
煩
罪
の
概
念
は
諸
司
職
掌
に
は
ま

し
か
し
、
洪
武
年
聞
の
照
例
を
見
て
み
れ
ば
、

「
蹟
罪
」
も
主
と
し
て
罰
役
、

てコ
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ま
り
「
拘
役
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
狭
義
の
財
産
刑
が
瞳
系
的
に
整
備
さ
れ
る
に
は
な
お
時
期
尚
早
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
洪
武
三
十
年
律
の

(

臼

)

段
階
に
お
い
て
、
刑
罰
瞳
系
は
、
五
刑
を
前
提
と
し
つ
つ
、
基
本
的
に
死
刑
と
罰
役
と
い
う
二
種
の
刑
罰
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
問
刑
篠
例
の
五
刑
篠
に
お
い
て
は
、
こ
の
刑
罰
腫
系
は
更
に
詳
細
に
分
化
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

「
服
罪
』
と
「
非
服
罪
」
お

よ
び
「
審
有
力
」
と
「
審
無
力
」
と
い
う
二
つ
の
範
曙
に
よ
り
、
太
租
が
定
め
た
雑
犯
に
針
す
る
贈
罪
が
細
分
化
さ
れ
る
。

銀
な
ど
に
よ
る
納
理
化
の
進
展
に
伴
い
、
購
罪
の
性
格
が
襲
化
し
た
。
も
と
も
と
主
と
し
て
罰
役
を
意
味
し
た
煩
罪
に
お
い
て
、
財
産
刑
が

震
達
し
た
。
換
言
す
れ
ば
、
刑
罰
瞳
系
は
死
刑
と
罰
役
に
止
ま
ら
ず
、

財
産
刑
も
加
わ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
雑
犯
死
罪
以
下
の
刑
名
に
射
し
て

一
律
に
晴
朗
罪
を
認
め
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
。
そ
こ
で
、
三
者
、
殊
に
罰
役
と
財
産
刑
を
調
整
す
る
必
要
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

結
論
だ
け
を
述
べ
れ
ば
、
購
罪
の
中
で
も
、

そ
の
犯
罪
が
服
罪
で
な
い
場
合
〈
H
非
賊
罪
)
お
よ
び
犯
罪
人
が
財
力
を
有
す
る
場
合

(
H審
有

力
)
に
、

財
産
刑
、

つ
ま
り
狭
義
の
煩
罪
が
認
め
ら
れ
る
。

賊
罪
お
よ
び
、

犯
罪
人
が
財
力
を
有
し
な
い
限
り
、

狭
義
の
煩
罪
は
認
め
ら
れ
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圃1

律

iL真犯死罪1fj耕一死罪|

問刑条例御製序(諸例)

1
1
1
1
1
/
 

ド』

ト
ん
塩
山
叫

囚
煎
叫
パ

椴
種
山
町

寸
屯
代

罪
造
鉄

細
ゆ
川
w

*但し、諸司職掌においては
「決無待時」と「秋後処決」は
区別されない。

ず
、
罰
役
の
賓
配
が
科
せ
ら
れ
る
。

要
す
る
に
、
問
刑
篠
例
に
お
い
て
は
、
納
晴
胴

(
H財
産
刑
)
と
い
う
新
し
い
刑
罰
種

類
を
刑
罰
瞳
系
に
組
み
込
む
た
め
に
、
賦
罪
と
審
有
力
と
い
う
範
晴
が
確
立
し
た
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、
刑
罰
瞳
系
は
基
本
的
に
三
種
類
の
刑
罰
か
ら
構
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
納
噴
の
確
立
は
お
そ
ら
く
太
租
が
議
期
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
刑
種
が
一
つ

増
え
た
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
は
太
租
が
制
定
し
た
明
律
の
枠
を
超
え
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
し
か
し
、
見
方
に
よ
っ
て
は
、
太
租
が
構
築
し
た
枠
組
み
は
、
そ
れ
を
も
包
援

す
る
柔
軟
性
を
有
し
て
い
た
と
も
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
明
律
御
製
序
に
お
い
て
虞
犯
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蹟法の範囲

の
死
刑
と
雑
犯
の
購
罪
が
定
め
ら
れ
る
の
と
同
時
に
、
そ
の
具
瞳
的
な
運
営
は
例
の
世

界
に
委
ね
ら
れ
た
。
そ
れ
で
、
雑
犯
死
罪
以
下
の
刑
名
に
闘
し
て
は
購
例
に
お
い
て
定

め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
購
例
の
中
で
、
購
罪
が
罰
役
と
納
贈
と
に
二
分
化
す

る
現
象
が
生
じ
た
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
、
太
租
が
打
ち
出
し
た
蹟
罪
と
い
う
枠
内
の
出

来
事
に
過
ぎ
ず
、
且
つ
五
刑
と
の
劉
麿
関
係
を
存
績
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る。

結
び
に
代

え
て

明
代
贈
法
の
形
は
イ
ビ

ツ
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
員
犯
死
罪
と
い
う
特
殊
な

犯
罪
を
除
い
て

(
雑
犯
)
死
罪
か
ら
筈
罪
ま
で
一
律
に
「
照
罪
」
と
し

明
初
に
は
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主
と
し
て
罰
役
に
よ
り
刑
罰
が
執
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

見
方
に
よ

っ
て
は
全
て
の
刑
罰
が
徒
刑
に
牧
束
し
た
と
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
う
し
た
刑
罰
は
五
刑
の
理
念
か
ら
懸
け
離
れ
た
存
在
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

な
ぜ

明
代
の
い
び
つ
な
購
法
が
誕
生
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

先
ず
、

歴
史
的
要
因
を
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
が

軍
に
宋
元
時
代
に
お
け
る

「
贈
罪
」
若
し
く
は

「
贈
刑
」
の
饗
遁
を
以
っ
て
説
明
で
き
る
問
題
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
梅
原
郁
氏
に
よ
れ
ば、

己
に
宋

代
に
お
い
て
官
・
吏
に
到
す
る
「
噴
」
の
襲
容
を
受
け
て
、

か
し
、

一
般
人
に
劃
し
て
も
贋
く
購
罪
を
認
め
る
傾
向
が
確
認
で
き
る
と
い
わ
れ
る
。
し

そ
れ
は
金
銭
も
し
く
は
物
品
の
納
入
に
よ
る
唐
律
的
な
贈
刑
に
近
似
し
て
お
り
、
そ
れ
を
一
般
人
に
無
限
に
援
大
す
る
こ
と
は
常
に
儒

教
的
な
債
値
観
に
よ
る
抵
抗
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

む
し
ろ
、
罰
役
を
頑
罪
に
積
み
替
え
た
こ
と
に
、
明
代
晴
朗
法
の
高
度
な
護
達
の
秘
密
が
潜
ん
で
い
る
、

と
筆
者
は
考
え
る
。
罰
役
の
俸
統
の

上
に
、
宋
代
以
来
そ
れ
を
常
制
と
し
て
あ
る
程
度
統
一
的
な
形
で
展
開
し
う
る
官
僚
機
構
な
い
し
管
理
技
術
が
設
達
し
た
こ
と
が
始
め
て
明
代

の
如
き
膿
法
を
可
能
に
し
た
。
特
定
の
土
木
事
業
の
た
め
に
大
量
の
刑
囚
を
髄
り
出
す
こ
と
は
い
つ
の
時
代
に
も
容
易
に
で
き
る
。
悪
評
の
高
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い
始
皇
帝
が
そ
の
好
例
で
あ
ろ
う
。
明
代
暗
法
の
根
幹
を
成
し
た
罰
役
は
、
そ
れ
と
は
本
質
的
に
異
な
る
。
と
い
う
の
は
、
軍
隊
な
ど
の
力
ず

く
で
は
な
く
、
官
僚
機
構
の
各
機
関
に
よ
る
巧
み
な
分
業
の
上
に
罰
役
に
充
て
ら
れ
る
刑
囚
の
管
理
が
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。

舎
典
か
ら
見
る
限
り
、
刑
囚
の
管
理
は
、
諸
々
の
役
制
度
と
一
瞳
化
し
て
行
わ
れ
た
。
騨
遁
・
夫
役
・
鎮
成
な
ど
の
見
出
し
に
諸
々
の
罰
役

が
編
み
込
ま
れ
て
い
る
。
明
代
の
療
法
を
理
解
す
る
に
、

ま
ず
明
代
の
複
雑
な
戸
籍
制
度
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
機
能
す
る
役
制
度
、

お
よ
び

そ
の
全
瞳
を
管
理
す
る
法
技
術
を
理
解
す
る
必
要
を
強
く
感
じ
る
次
第
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
明
代
の
照
法
も
、
罰
役
の
み
に
終
始
し
な
い
。
早
く
も
洪
武
三
十
五
年
に
永
繁
一
帝
の
下
で
納
贈
化
が
芽
生
え
た
。
最
初
は
穀
物

で
あ
り
、
最
終
的
に
贋
範
に
金
銭
に
よ
り
贈
罪
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
も
、
明
代
煩
法
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

大
き
な
疑
問
を
禁
じ
得
な
い
。
な
ぜ
罰
役
と
納
墳
と
を
同
じ
購
例
に
纏
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、

叉
儒
教
的
な
債
値
観
と
抵
舗
し
や
す
い
納

照
が
な
ぜ
そ
れ
だ
け
の
庚
範
性
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。



こ
の
問
題
を
歴
史
的
な
背
景
か
ら
総
括
的
に
説
明
す
る
力
を
筆
者
は
ま
だ
ま
だ
備
え
な
い
。
た
だ
、
頭
法
の
内
在
的
な
問
題
と
し
て
考
え
る

限
り
、

購
罪
と
い
う
概
念
の
特
殊
性
お
よ
び
員
犯
と
雑
犯
の
分
化
が
奉
げ
ら
れ
る
。
療
罪
と
は
必
ず
し
も
刑
法
上
の
確
定
的
な
概
念
で
は
な

ぃ
。
洪
武
年
聞
に
出
現
す
る
贈
罪
な
る
言
葉
を
見
れ
ば
、

そ
れ
は
大
瞳
「
:
:
:
某
々
罰
役
を
以
っ
て
罪
を
購
う
」
と
い
う
形
を
取
る
。
罪
を
晴
朗

う
と
い
う
日
常
的
な
意
味
で
贈
罪
と
い
う
概
念
が
使
用
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
具
瞳
的
に
如
何
な
る
刑
罰
に
よ
り
罪
が
購
わ
れ
る
か
は
、
こ
の

概
念
の
み
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
な
い
。
極
論
で
は
あ
る
が
、
員
犯
死
罪
に
閲
し
て
「
死
を
以
っ
て
罪
を
嬢
わ
し
め
る
」
と
言
っ
て
も
、
中
園
語

と
し
て
は
お
か
し
く
な
い
。
寅
際
に
そ
う
い
う
使
わ
れ
方
は
見
受
け
ら
れ
な
い
に
せ
よ
、
贈
罪
が
律
の
牧
購
あ
る
い
は
財
産
刑
と
い
う
意
味
に

限
定
さ
れ
な
い
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。

煩
罪
は
雑
犯
死
罪
以
下
の
犯
罪
に
劃
し
て
適
用
さ
れ
る
。
そ
れ
も
、
洪
武
の
初
期
に
は
「
十
悪
・
強
盗
・
人
命
事
件
を
除
く
」
と
い
う
形
で

具
躍
的
に
規
定
さ
れ
た
。
諸
司
職
掌
に
お
い
て
員
犯
死
罪
が
定
義
さ
れ
た
の
を
受
け
て
、
そ
う
し
た
規
定
は
不
要
と
な
っ
た
が
、
「
員
犯
死
罪

を
除
い
て
、
雑
犯
死
罪
以
下
は
嬢
例
に
よ
り
科
断
せ
よ
」
と
い
う
太
租
の
命
令
は
や
は
り
そ
の
意
味
を
汲
む
。
す
な
わ
ち
、
道
徳
的
に
と
く
に

非
難
す
べ
き
犯
罪
お
よ
び
、
治
安
に
大
き
な
危
険
を
及
.ほ
す
暴
力
的
な
凶
悪
犯
罪
と
、
そ
の
他
の
犯
罪
と
の
聞
に
明
確
に
一
線
を
劃
す
の
で
あ

る。
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そ
こ
に
、
刑
法
に
お
け
る
一
種
の
分
化
現
象
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
梅
原
郁
氏
に
よ
れ
ば
、
宋
代
に
お
い
て
官
員
に
劃
す
る
昆
分
と
し
て

照
銅
と
罰
銅
と
が
分
化
の
兆
し
を
見
せ
て
お
り
、
罰
銅
が
行
政
上
の
握
分
も
し
く
は
微
罪
慮
分
な
の
に
劃
し
て
、
贈
銅
は
犯
罪
と
意
識
さ
れ
る

行
震
に
劃
し
て
い
わ
ば
刑
事
慮
分
と
し
て
行
わ
れ
る
。
よ
り
一
般
的
に
、
官
員
に
射
す
る
諸
々
の
制
裁
は
、
停
統
的
な
刑
法
・
刑
罰
の
色
彩
が

濃
厚
な
慮
罰
と
、
現
貫
一
位
舎
の
僻
変
化
に
雁
じ
て
新
し
く
形
作
ら
れ
た
非
刑
罰
的
な
官
員
慮
分
と
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
官
員

に
限
ら
ず
、
刑
罰
全
般
に
わ
た
り
、
同
様
な
分
化
が
進
ん
だ
の
で
は
な
い
か
、
と
筆
者
は
考
え
る
。
つ
ま
り
、
員
正
な
る
犯
罪
と
、
圏
家
の
様

々
な
需
要
に
鹿
じ
て
準
犯
罪
的
な
行
震
と
が
員
犯
と
雑
犯
の
概
念
匿
別
に
よ
り
分
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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刑
罰
史
に
お
け
る
明
代
腰
法
の
位
置
付
け
を
模
索
す
る
に
嘗
た
り
必
ず
し
も
「
蹟
」
の
字
に
拘
泥
す
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
現
代
に



る
官
僚
機
構
な
い
し
法
規
の
整
備
と
「
準
刑
法
的
な
犯
罪
」

お
い
て
照
罪
と
い
う
暖
昧
な
概
念
の
下
で
巧
み
に
纏
め
ら
れ
た
事
柄
の
歴
史
的
幾
遜
に
注
目

L
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
行
刑
に
関
わ明

(
H雑
犯
)
の
分
化
と
い
う
二
つ
の
現
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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筆
者
自
身
は
、

代
以
前
お
よ
び
以
後
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
襲
濯
を
ま
だ
的
確
に
把
握
で
き
な
い
が
、
明
代
に
贋
範
に
行
わ
れ
た
購
罪
が
刑
罰
史
に
お
い
て
有
す

る
-
意
味
を
理
解
す
る
試
み
が
こ
の
雨
者
か
ら
出
護
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
だ
け
が
、
拙
稿
に
よ
り
明
ら
か
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

註
(
1

)

仁
井
田
陸
(
後
掲
)
。

(
2
〉
梅
原
郁
氏
に
よ
れ
ば
、
犯
罪
者
全
般
に
認
め
ら
れ
る
照
罪
制
度
は
宋

代
に
萌
し
た
と
い
う
。
梅
原
郁
「
宋
代
の
照
鈎
と
罰
銅
」
(
同
編
『
前

近
代
中
園
の
刑
罰
』
京
都
大
翠
人
文
科
皐
研
究
所
、
一
九
九
六
年
)
第

五
章
。

(

3

)

八
重
津
洋
卒

「貌
菅
南
北
朝
の
照
刑
制
度
」

(
法
と
政
治
第

一
四
巻

四
説
、
一
九
六
四
年
)
、
二
七
頁
。

(

4

)

八
重
津
洋
卒
「
漢
代
照
刑
考
」
〈
法
と
政
治
第

一
O
巻
図
説
、
一

九

六
O
年
)
、
二
九
頁
。

(

5

)

小
島
耐
馬
「
士
叉
那
に
於
け
る
刑
罰
の
起
源
に
就
い
て

」
(
東
方
皐
報
・

京
都
第
一
一
一
筋
第
二
分
、
一
九
四
一
年
)
。
後
に
『
古
代
支
那
研
究
』

(
弘
文
堂
書
房
、
一
九
四
三
年
〉
に
所
枚
。
本
文
の
引
用
は
『
古
代
支

那
研
究
』
一
一
一
頁
に
よ
る
。

(

6

)

前
掲
「
漢
代
照
刑
考
」
一
一
一
一
頁
。

(
7
〉
寅
際
に
漢
代
に
お
い
て
そ
う
し
た
用
例
を
数
多
く
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
。
富
谷
氏
に
よ
れ
ば
、
渓
代
の
怪
常
的
な
賎
罪
制
度
は
、
列
侯
爵

に
射
し
て
肉
刑
(
も
し
く
は
肉
刑
康
止
後
に
は
樫
桔
)
の
み
を
亮
除
す

る
、
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
で
、
積
罪
の
後
に
な
お
刑
罰
に
服
す
る
こ
と

を
菟
れ
な
い
こ
と
が
生
じ
る
。
冨
谷
至
「
秦
漢
二
十
等
爵
制
と
刑
罰
の

滅
克
」
(
梅
原
郁
縞
『
前
近
代
中
閣
の
刑
罰
』
京
都
大
祭
人
文
科
築
研

究
所
、
一
九
九
六
年
〉
。

(
8
〉
過
失
お
よ
び
疑
罪
に
お
け
る
照
罪
に
関
し
て
は
人
的
要
件
が
設
定
さ

れ
な
い
。
そ
の
形
で
唐
律
に
お
い
て
既
に
人
的
要
件
に
よ
り
制
限
さ
れ

な
い
照
罪
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
八
重
津
氏
の
定
義
に
反
映
さ
れ
な

か
っ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
八
重
津
氏
の
定
義
は
唐
律
の
中
で
も

一
定
の
偏
重
を
示
す
と
言
え
よ
う
。

(
9
〉
官
員
に
劃
す
る
慮
罰
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、

「
除
名
」
、

「菟
官
」
、

「
菟
所
居
官
」
も
取
り
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
唐
律
の

文
面
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
こ
の
三
者
は
官
員
に
糾
問
す
る
慮
罰
を
針
象

と
す
る
制
裁
規
定
で
あ
る
の
に
針
し
、
議
章
以
下
の
五
者
は
、
官
員
な

ど
に
到
す
る
一
定
の
優
遇
を
意
味
す
る
。
官
員
庭
罰
に
関
し
て
は
梅
原

郁
「
刑
は
大
夫
に
上
ら
ず
|
|
宋
代

{E貝
の
庭
罰
」

(
東
方
祭
報
第
六

七
冊
、
一
九
九
五
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

〈
叩
)
但
し
、
自
己
の
身
分
に
お
い
て
特
権
を
有
す
る
者
に
限
っ
て
、
「
蔭
」

-144ー
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に
よ
り
そ
の
一
定
の
親
族
が
一
段
下
の
特
権
を
賦
輿
さ
れ
る
。

(
日
)
官
蛍
法
と
他
の
身
分
的
特
権
の
競
合
に
関
し
て
、
奥
村
氏
「
唐
律
の

刑
罰
」
(
法
皐
雑
誌
第
八
巻
二
鋭
、
一
九
六
一
年
)
が
整
理
を
行
っ
た
。

叉
、
議
章
以
下
の
唐
律
の
規
定
全
般
に
亙
り
、
滋
賀
秀
三
氏
の
『
唐
律

疏
議
誇
註
』
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
ロ
)
尤
も
、
十
慈
、
五
流
の
よ
う
に
除
外
さ
れ
る
罪
名
も
議
章
以
下
の
諸

章
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

〈
日
)
唯
一
の
例
外
は
請
章
の
中
の
「
皇
太
子
妃
大
功
以
上
親
」
で
あ
る
。

そ
れ
は
明
律
に
お
い
て
八
議
の
議
親
に
加
え
ら
れ
吸
牧
さ
れ
た
の
で
あ

る。

(
U
〉
唐
・
名
例
律
・
稀
加
者
就
重
俊
(
五
六
篠
)
。

(日
)
尤
も
、
唐
代
に
関
し
て
も
、

八
議
に
該
賞
す
る
被
疑
者
の
身
柄
を
拘

東
し
取
り
調
べ
を
進
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
は
必
ず
し

も
否
定
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
獄
官
令
に
、
「
諸
職
事
官
五
品
以
上
、

散
官
二
品
以
上
、
犯
罪
合
禁
、
在
京
者
皆
先
奏
、
若
犯
死
罪
、
及
在
外

者
、
先
禁
後
奏
。
:
:
・
」
(
仁
井
田
陸
『
唐
令
拾
遺
』
獄
官
令
一
一
一
一
候
)

と
い
う
。

〈
日
〉
八
議
該
賞
者
に
関
す
る
候
文
は
、
衣
の
よ
う
に
績
く
。
「
若
皇
親
園

戚
及
功
臣
之
外
祖
父
母
伯
叔
父
母
姑
兄
弟
姉
妹
婿
兄
弟
之
子
、
若
四
品

五
品
官
之
父
母
妻
及
廃
合
製
蔭
子
孫
犯
罪
、
従
有
司
依
律
遣
問
、
議
擬

奏
問
、
取
自
上
裁
」
。
煩
雑
を
避
け
る
た
め
に
、
本
文
に
お
い
て
は
こ

れ
ら
の
者
に
は
八
議
者
之
父
母
と
区
別
し
て
言
及
し
な
い
。

(
げ
〉
こ
の
制
限
を
規
定
す
る
文
句
を
引
用
文
の
中
で
「
、
」
に
よ
り
表
示

し
た
。

(
路
〉
皇
脅
の
剣
断
を
要
件
と
し
て
定
め
る
文
句
に
は
「
。
」
の
印
を
附
け

た。

(
日
)
太
租
貧
録
(
巻
二

O
六
〉
。
寅
録
、
舎
典
、
績
文
献
逼
考
お
よ
び
刑

法
志
に
共
通
に
言
及
さ
れ
る
最
も
早
い
例
で
あ
る
。

(
加
)
合
間
典
は
「
輪
米
」
に
作
る
(
正
徳
曾
典
袋
二
二
三
、
高
暦
曾
典
巻
一

七
六
)
。

(
氾
)
事
賞
、
捜
例
の
定
義
は
甚
だ
難
し
い
。
こ
こ
で
は
、
太
租
貫
録
の
中

か
ら
、
一
般
性
を
具
備
す
る
規
定
を
内
容
と
す
る
、
照
罪
に
関
す
る
記

録
を
採
用
す
る
。
一
般
性
と
は
、
「
某
例
を
定
め
る
・
更
定
す
る
」
な

り
、
「
自
今
」
な
り
、
特
定
の
事
件
に
限
定
せ
ず
に
将
来
に
向
か
っ
て

行
う
べ
き
庭
分
を
規
定
す
る
意
園
が
明
確
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
を
言

う
。
従
っ
て
、
具
鍾
的
な
犯
罪
人
の
底
分
を
巡
る
記
録
は
、
そ
れ
よ
り

絡
来
に
向
け
た
規
定
が
生
じ
な
い
限
り
、
こ
れ
を
省
く
。
叉
、
閲
接
的

に
嬢
罪
に
言
及
す
る
例
は
、
一
般
性
を
具
備
し
て
も
、
照
例
と
見
倣
さ

t
、。

ゅ
ん
】
Vな

お
、
貫
録
に
現
れ
る
照
法
関
係
の
史
料
に
関
し
て
は
、
宮
淳
氏
が

最
も
網
羅
的
に
調
査
し
た
故
に
、
嬢
例
の
採
録
に
首
た
り
、
同
氏
の
研

究
業
績
を
参
照
す
る
所
が
多
か
っ
た
。
宮
津
知
之

「
明
代
照
法
の
第

遷
」
(
梅
原
郁
編
『
前
近
代
中
園
の
刑
罰
』
京
都
大
築
人
文
科
皐
研
究

所
、
一
九
九
六
年
)
。

(
幻
)
こ
れ
は
註
〈
氾
)
に
い
う
ご
般
性
」
を
鉄
く
が
、
官
員
の
身
分
に
よ

る
特
権
的
な
嬢
刑
と
い
う
概
念
に
最
も
類
似
す
る
の
と
、
「
俸
煩
」
が

こ
の
事
件
よ
り
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
(
績
文
献
遁
考
〉
故
に
、
特
別
に

贈
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
。

(
お
)
「
。
」
を
付
け
た
句
は
一

O
五
僚
の
規
定
を
踏
襲
し
た
者
で
あ
り
、

「
、
」
を
附
し
た
の
は
考
課
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
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一(
斜
)
「
依
律
」
に
つ
い
て
別
稿
に
て
詳
述
す
る
務
定
で
あ
る
。

(
お
〉
太
租
貸
録
十
五
年
八
月
丙
成
(
を
一
四
七
)
。

(
お
)
太
租
貫
録
(
各
一
一
一
一
五
)
。

「
更
定
」
と
は
、
明
令
・
徒
役
係
(
一

四
一
候
)
の
改
正
を
意
味
す
る
。

(
幻
〉
刑
法
志
で
は
、
「
例
診
自
嘉
靖
二
十
九
年
定
例
」
と
い
い
、
績
け
て

問
刑
篠
例
の
五
刑
僚
を
引
用
す
る
。

〈
叩
己
資
彰
健
編
者
『
明
代
律
例
集
編
』
(
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所

専
刊
七
五
、
一
九
七
九
年
)
の
五
刑
僚
で
見
れ
ば
、
弘
治
e

嘉
靖
・
高

暦
の
五
刑
燦
が
同
一
の
構
成
を
取
っ
て
い
る
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ

る。

(
却
)
仁
井
田
陸
『
中
園
法
制
史
研
究
・
刑
法
』
(
一
九
八

O
年
、
補
訂
版
)

四
七
頁
。
原
載
は
法
皐
協
曾
雑
誌
第
五
七
各
三
、
四
、
五
鋭
、
一
九
一
一
一

九
年
。

(
加
)
前
掲
論
文
四
七
頁
。

(
幻
)
前
掲
論
文
五
二
頁
。

(
位
)
前
掲
論
文
一

O
四
頁
。

(
お
)
滋
賀
秀
三
氏
は
獄
官
令
に
基
づ
い
て
徒
刑
の
内
容
を
簡
潔
に
纏
め
ら

れ
た
。
〈
『
唐
律
疏
議
謬
註
篇
一
』
二
六
頁
〉
。

(
鈍
〉
八
重
津
〈
前
掲
)
一
一
一
一
頁
。

(
お
)
こ
れ
よ
り
以
下
の
引
用
は
お
し
な
べ
て
「
貌
E

日
南
北
朝
の
照
刑
制

度
」
に
よ
る
。
八
重
津
氏
と
同
じ
順
序
で
論
を
進
め
る
故
に
、
頁
数
を

省
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
ρ

(
お
)
八
重
津
氏
も
明
記
す
る
ご
と
く
、
程
樹
徳
氏
(
『
音
律
考
・
耳
目
律
侠

文
』
)
は
そ
の
侠
文
を
「
此
俊
文
多
説
誤
」
と
い
わ
れ
る
。

(
幻
)
仁
井
田
(
前
掲
〉
一

O
O頁
。

(
叩
山
)
宮
崎
市
定
「
宋
元
時
代
の
法
制
と
裁
剣
機
構
」
(
全
集
第
一
一
巻
)

一
三
八
頁
。
原
載
は
東
方
皐
報
、
京
都
第
二
四
畑
、
一
九
五
四
年
。

(
叩
)
梅
原
郁
「
宋
代
の
煩
銅
と
罰
銅
」
(
前
掲
)
二
五
二
頁
。

(
川
叫
)
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
庭
分
の
中
に
は
、
例
え
ば
、
遺
官
の
よ
う

に
、
唐
律
の
菟
官
・
菟
所
居
官
な
ど
を
宋
代
的
に
譲
み
替
え
た
も
の
も

あ
り
、
全
て
が
律
外
的
と
は
容
易
に
断
言
で
き
な
い
側
面
も
否
定
で
き

な
い
。
梅
原
郁
「
刑
は
大
夫
に
上
ら
ず
」
(
前
掲
〉
の
第
二
章
「
克
官

と
亮
所
居
官
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

4

)

宮
崎
市
定
(
前
掲
)
一
四
四
頁
。

(
必
)
仁
井
田
陸
(
前
掲
)

一一

八
頁
。

(
必
〉
朱
お
よ
び
遼
・
金
・
元
代
に
お
け
る
流
刑
の
努
遷
お
よ
び
充
軍
へ
の

護
展
に
関
し
て
は
徳
永
洋
介
「
金
元
時
代
の
流
刑
」
(
梅
原
郁
編
『
前

近
代
中
閣
の
刑
罰
』
一
九
九
六
年
)
が
参
考
と
な
る
。
叉
、
身
分
を
間

わ
な
い
庚
範
な
明
代
の
殿
、法
が
宋
代
の
罰
銅
ま
で
遡
る
こ
と
を
示
唆
す

る
ヒ
ン
ト
は
梅
原
郁
「
宋
代
の
照
銅
と
罰
銅
」
(
前
掲
〉
の
第
五
章

「
照
銅
の
ひ
ろ
が
り
」
に
輿
え
ら
れ
る。

(
川
岨
)
梅
原
郁
「
宋
代
の
照
銅
と
罰
銅
」
(
前
掲
)
二
五
六
頁
。

(
必
〉
梅
原
郁
「
唐
宋
時
代
の
法
典
編
纂
」
(
同
編
『
中
園
近
世
の
法
制
と

祉
曾
』
京
都
大
暴
人
文
科
拳
研
究
所
、
一
九
九
一
一
一
年
)
一
一
一
六
頁
。

(
M
叩
〉
梅
原
郁
「
唐
宋
時
代
の
法
典
編
纂
」
一
二
四
頁
。

(
灯
)
問
、
一
六
四
頁
。

(
川
崎
)
同
、
二
ハ

O
頁。

(
的
)
問
、
二
ハ
四
頁
。

(
印
}
問
、
一
六
四
頁
。

(
口
む
も
っ
と
も
、
梅
原
氏
に
よ
る
行
政
と
刑
法
の
区
別
に
託
さ
れ
た
趣
旨
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は
軽
親
で
き
な
い
。
準
法
な
行
篤
の
中
に
は
、
人
命
に
関
わ
る
凶
悪
犯

罪
、
種
的
家
族
秩
序
に
背
反
す
る
犯
罪
な
ど
、
明
確
に
道
徳
的
に
非
難

す
ベ
舎
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
犯
罪
行
震
が
あ
る
。
そ
れ
に
封
し

て
、
園
家
の
現
貧
的
な
必
要
に
感
じ
て
制
定
さ
れ
る
無
数
の
細
か
な
法

規
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
に
違
反
す
る
行
震
は
前
者
ほ
ど
そ
の
犯
罪

性
が
強
く
意
識
さ
れ
な
い
。
(
道
徳
的
〉
犯
罪
性
の
高
い
前
者
の
諸
行

震
は
、
唐
律
の
理
念
的
な
骨
組
み
を
構
成
し
、
且
つ
社
舎
の
繁
化
に
あ

ま
り
左
右
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ら
の
理
念
は
俸
統
的
な
中
園
社
舎
の
不
動

の
最
低
公
約
数
だ
と
も
言
え
よ
う
。
梅
原
氏
が
律
を
理
念
的
な
刑
法
鐙

733 

系
と
し
て
解
律
さ
れ
る
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
道
徳
的
に
理
解
さ
れ
る

犯
罪
行
震
に
封
す
る
考
慮
が
強
く
働
く
と
筆
者
は
考
え
る
。
そ
れ
は
ま

た
「
普
通
の
徳
義
」
か
ら
生
じ
た
犯
罪
と
「
経
済
統
制
」
に
関
わ
る
犯

罪
と
い
う
宮
崎
氏
(
前
掲
論
文
、
一
四
九
頁
)
に
よ
る
概
念
匡
別
と
も

符
合
す
る
。

(
臼
)
向
、
一
一
一
一
一
頁
。

(
臼
)
『
官
同
暦
曾
典
』
各

一
七
五
、

嘉
靖
二
十
九
年
の
例
。

〈
臼
)
も
と
よ
り
、
こ
の
二
種
の
刑
罰
の
詳
細
が
さ
ら
に
諸
例
に
委
ね
ら
れ

る
た
め
、
現
に
行
わ
れ
る
刑
罰
の
パ
レ
ッ
ト
は
既
に
幅
庚
い
。
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Ａ STUDY OF JING･LUE AN-FU SHI 経略安撫使

　　　

IN THE NORTHERN SONG DYNASTY

Watanabe Hisashi

　　

In this paper, l tried to clarify the real image ｏＰ‘An-fu shi”安撫使in

the Song dynasty and pointed out its role in Chinese history｡

　　

There were three types of the “An-fu Shi”in the Song. Ti-liang an-

fu shi 謄量安撫使had a traditional assignment to keep peace. The task of

Yuan-bian an-fu shi 縁漫安撫使was emphasized with supervising persons

who performed military administrative duties. Jing-lue an-fu shi 経略安撫

使also shared this task and was authorized to command troops directly as

well｡

　　

Since the Five dynasties separate military powers had been taking

shape in the provinces, the Song dynasty had to dismantle them so as to

advance centralization.　For this purpose, the central government of the

Song sent some military supervisors, who were under the direct control of

the Emperor, to the provinces as one of the ways to take away their

military authority.　Still more, it sent the “An-fu Shi” to control these

supervisors. As it was necessary for the “An-fu ｓhi”to use its military

authority to carry out the orders of the central government, it began to

supervise ｎｏtｏ函ｙthe military but also the administration of the provinces.

FUNCTION OF AMENDS FINE LAW IN TRADITIONAL

　　　　　　　　

CHINESE PENALTY SYSTEM

―INLIGHT OF COMPARISON BETWEEN THE CON-

　　

CEPTION IN THE CRIMINAL LAW CODE OF THE

　　

ＴＡＮＧ唐律ANDLEGAL PRACTICE IN THE MING―

Arnd Helmut Hafner （ＳＵＥＹＡsＵＡｎｄｏ）

　　

Under influence of the conceptionin the criminal code of　Tang,

amends fines M刑are usually understood mainly　as a privilegeof
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exemption of punishment in conformity to the regular five-penalties 五刑

granted according to estate or rank. However, the legal practice under the

Ming Dynasty, during which amends fine law reached an unprecedented

compleχity and ｅχpansion, shows ａ completely different picture.　Besides

thorough eχtinction of any limitation in behalf of estate, the whole range

of five-penalties from flogging up to capital punishment became object to

amends fines, with eχception of so called true-death penalty 員犯死罪.

Based on the fact that nevertheless traditional five-penalties were maintained

during the Ming Dynasty, it will be advocated, that five-penalties do not

form ａ set of genuine penalties 刑罰, but represent ａ conceptional order of

penalty升U名according to which degree of criminality is measured and

graded.

　

Genuine penalties need to be speci丘ed by laws eχternal to the

criminal Code 律, as in the case of the Ming Dynasty amends fine laws.

It is expected that this insight into the function of amends fine law gives an

impetus to rethinking of the relation of criminal code and penalty system in

traditional China.

QApIS AND RULERS OF ALEPPO FROM THE

　　　　

11TH TO THE 13TH CENTURIES

　　　　　　　　　

TaniguchiJunichi

　　

The judicialorganization of the Abbasid empire was going towards

decentralizationas the empire was fallinginto decline. From the middle

of the eleventh century　onwards, posts of the qadl (judge) of Aleppo

were almost monopolized and inherited by the Abu Jaradas, one of the

prominent indigenous families.

　　

Through the Zangid period the judicial system was being kept under

control of the government again. Nur al-din delegated the qadiship to the

oahrazuris who were foreign to the inhabitants but closely related with the

Zangids instead of indigenous families.　As Nur al-dln also aimed at

re-centralizingthe judicial organization, the qadiship of Aleppo became ａ

deputy of　ｑａｄt　al-quddt(chief judge) at Damascus.

　　

After

　

the

　

reign

　

of

　

恥I柿

　

al-din, the　judicial　organization　was
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